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�［
要
旨
］
東
大
寺
二
月
堂
で
は
毎
年
三
月
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
修
二
会
が
勤
修
さ
れ
る
。

天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
以
来
一
度
も
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
こ
の
「
不
退
転
」
の
法

会
に
お
い
て
、
中
心
と
な
る
の
は
練
行
衆
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
た
ち
で
あ
り
、
そ
れ
に
法
会

中
の
世
話
を
す
る
三
役
以
下
の
随
伴
諸
役
が
加
わ
る
。
一
方
で
ま
た
俗
世
界
の
人
々
も
深

く
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
東
大
寺
に
お
い
て
「
圓
玄
講
」
と
呼
ば
れ
る
団
体
で
あ
る
が
、

彼
ら
は
修
二
会
に
必
要
な
品
々
や
祠
堂
金
の
奉
納
、
或
い
は
会
中
の
警
護
と
い
っ
た
形
で

法
会
を
支
え
て
い
る
。

　
　
　

�　

本
稿
で
は
「
圓
玄
講
」
の
一
つ
で
あ
る
伊
賀
一
ノ
井
松
明
講
に
着
目
し
、
松
明
調
進
行

事
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
、
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　
　
　

�　

そ
も
そ
も
一
ノ
井
が
東
大
寺
と
関
わ
り
を
持
つ
要
因
と
し
て
は
こ
の
地
が
東
大
寺
領
で

あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）
の
東
大
寺
僧
聖
玄
の
「
法
眼
聖
玄

田
地
寄
進
状
」
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
行
事
の
起
源
と
す
る
結
論
に
は

繫
が
ら
な
い
。
以
後
室
町
時
代
ま
で
史
料
上
で
こ
の
行
事
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
江
戸
時

代
中
期
成
立
の
『
二
月
堂
修
中
日
記
』
に
よ
っ
て
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
記

の
記
事
と
現
在
の
活
動
記
録
を
照
合
す
る
と
、
調
進
の
内
容
は
変
わ
る
こ
と
な
く
江
戸
期

に
お
い
て
行
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
日
記
に
「
藤
堂
」
と
い
う
語
句

が
散
見
さ
れ
、
一
ノ
井
の
属
す
る
藤
堂
藩
が
調
進
行
事
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
行
事
が
藤
堂
藩
と
一
ノ
井
の
村
民
た
ち
の
意
志
に
よ
っ
て
長
く

継
承
さ
れ
続
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

�　

今
日
圓
玄
講
の
中
に
多
く
の
廃
講
を
見
る
と
き
、
本
稿
が
一
ノ
井
松
明
講
の
ア
イ
デ
ン

饗
　
庭
　
早
　
苗

　
東
大
寺
二
月
堂
修
二
会
と
講
社

　
　
　
　
　
―
―
一
ノ
井
松
明
講
を
中
心
に
―
―

　
　
　

は
じ
め
に

　

東
大
寺
修
二
会
は
毎
年
三
月
一
日
か
ら
二
七
日
の
間
、
二
月
堂
で
勤
修
さ
れ
る
。

修
二
会
の
中
心
と
な
る
勤
行
は
「
練
行
衆
」
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
が
担
い
、
三
役
以
下

の
随
伴
諸
役
が
こ
の
法
会
を
支
え
る
が
、
一
方
で
こ
の
法
会
に
関
わ
る
俗
世
界
の

人
々
の
団
体
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
修
二
会
と
い
う
同
心
円
の
外
郭
に
あ
り
一
般
の

参
拝
者
に
近
し
く
あ
り
な
が
ら
、
具
体
的
に
修
二
会
と
い
う
行
事
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
役
割
を
果
た
す
「
講
」
で
あ
る
。
講
は
練
行
衆
上
堂
時
の
松
明
竹
、
達
陀
松
明

テ
ィ
テ
ィ
の
再
確
認
に
寄
与
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　

�　

な
お
一
ノ
井
松
明
講
に
関
し
て
、江
戸
期
以
前
の
史
料
に
は
「
講
」と
い
う
記
述
は
な
い
。

し
か
し
現
在
「
講
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
実
態
を
鑑
み
る
と
「
講
」
と
い
う
集

団
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
便
宜
上
本
稿
で
は
「
講
」
と
表
現
し
た
。

　
　
　
［
キ
ー
ワ
ー
ド
］�

東
大
寺
二
月
堂
修
二
会
・
圓
玄
講
・
一
ノ
井
松
明
講
・
二
月
堂
修
中
日
記
・

藤
堂
藩



74

日本女子大学大学院文学研究科紀要　第 25 号

木
、
藤
蔓
、
油
な
ど
法
会
勤
修
に
不
可
欠
な
品
や
祠
堂
金
を
奉
納
し
た
り
、
警
護
役

を
務
め
る
。
東
大
寺
で
は
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
圓
玄
講
」
と
呼
ぶ
。

　
「
圓
玄
講
」
の
研
究
は
修
二
会
の
一
側
面
を
解
明
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
未
だ
詳

細
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
圓
玄
講
」
の
一
つ
で
、
中
世
か
ら

現
在
に
至
る
ま
で
達
陀
松
明
の
松
明
木
を
調
進
し
て
き
た
伊
賀
国
名
張
の
「
一
ノ
井

松
明
講
」
に
着
目
し
た
い
。
中
世
の
伊
賀
国
黒
田
庄
・
新
庄
の
研
究
に
お
い
て
当
講

に
触
れ
る
先
行
研
究
は
あ
る
が
、
講
そ
の
も
の
の
解
明
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
さ

ら
に
近
世
に
お
け
る
当
講
の
研
究
は
な
い
が
、
現
在
と
の
継
続
の
要
因
を
考
え
る
上

で
近
世
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
東
大
寺
と
現
地
に
残

る
近
世
史
料
を
も
と
に
、
一
ノ
井
松
明
講
が
近
世
よ
り
現
在
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

そ
の
前
提
と
し
て
第
一
章
で
東
大
寺
修
二
会
と
講
の
定
義
を
行
な
い
、
第
二
章
で

現
在
の
松
明
講
の
実
態
及
び
中
世
に
み
え
る
伊
賀
一
ノ
井
松
明
講
の
起
源
を
押
さ
え

て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
第
三
章
で
近
世
に
お
け
る
一
ノ
井
松
明
講

の
実
態
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
圓
玄
講
」
が
無
け
れ
ば
修
二
会
は
成
り
立
た
な
い
と
認
識
さ
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
よ
り
そ
の
継
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
も
の
も
あ
り
、
実
際
廃

絶
し
た
講
も
少
な
く
な
い
。
講
の
記
録
や
管
理
は
東
大
寺
二
月
堂
の
も
と
に
あ
る
と

は
い
え
、
広
く
講
の
実
態
や
歴
史
を
確
認
し
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
講
の
継
続
に
繋

が
り
、
ま
た
万
に
一
つ
も
中
断
し
た
講
の
再
興
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る（
（
（

。

　
　
　

第
一
章　

東
大
寺
修
二
会
と
講

　
　
　
　

一
、
東
大
寺
修
二
会
の
歴
史
と
構
成

　

修
二
会
は
「
旧
暦
二
月
に
修
せ
ら
れ
る
法
会
」
と
い
う
意
味
で
、
東
大
寺
修
二
会

は
別
称
「
十
一
面
悔
過
」
と
も
呼
ば
れ
、
悔
過
法
要
を
中
心
と
す
る
法
会
で
あ
る
。

悔
過
法
要
と
は
僧
侶
が
人
類
す
べ
て
の
過
ち
を
担
っ
て
悔
過
懺さ

ん

悔げ

し
、
心
身
清
浄
と

な
っ
た
上
で
改
め
て
仏
菩
薩
の
加
護
を
祈
る
法
要
で
あ
る
。

　

悔
過
法
要
は
天
平
年
間
に
は
す
で
に
宮
中
の
み
な
ら
ず
諸
寺
で
正
月
の
恒
例
行
事

と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
一
方
仏
教
を
離
れ
た
場
に
お
い
て
も
人
々
は
新
春
に
あ
た

り
神
を
迎
え
、そ
の
威
力
に
よ
っ
て
衰
え
た
魂
の
復
活
を
期
し
た
。具
体
的
に
は
「
天

下
泰
平
・
五
穀
豊
穣
・
風
雨
順
時
」
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
民
俗
的

な
「
農
耕
儀
礼
の
春
迎
え
の
行
事
」
が
悔
過
法
要
と
い
う
仏
教
的
行
事
と
結
び
つ
い

て
い
く
。

　

東
大
寺
修
二
会
の
起
源
に
つ
い
て
『
二
月
堂
縁
起
』
に
は
東
大
寺
開
山
良
弁
僧
正

の
高
弟
実
忠
和か

し
ょ
う上
が
、
山
城
の
笠
置
寺
で
兜
卒
天
の
菩
薩
の
行
法
を
見
て
生
身
の
観

音
像
を
難
波
津
で
勧
請
し
、
一
体
の
十
一
面
観
音
像
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ

れ
が
修
二
会
後
半
の
本
尊
「
小
観
音
」
で
あ
り
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）、
こ
こ

に
十
一
面
悔
過
法
要
が
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

東
大
寺
修
二
会
の
行
事
の
構
成
は
、
現
在
で
は
新
暦
三
月
一
日
か
ら
十
四
日

（
十
五
日
未
明
）
ま
で
の
本
行
を
中
心
に
、
そ
の
前
行
と
し
て
別
火
、
後
行
の
涅
槃

講
、
観
音
講
を
伴
う
。
本
行
は
前
半
「
上じ

ょ
う

七し
ち

日に
ち

」・
後
半
「
下げ

七し
ち

日に
ち

」
に
分
か
れ
、

連
日
の
六
時
行
法
を
中
軸
に
祈
願
・
咒
禁
作
法
を
基
本
部
と
し
て
数
取
懺
悔
、走
り
、

達
陀
等
の
付
帯
作
法
、
さ
ら
に
実
忠
忌
、
小
観
音
、
水
取
り
と
い
っ
た
別
作
法
も
行

わ
れ
る
。
そ
し
て
十
五
日
未
明
に
は
結
願
作
法
を
以
っ
て
満
行
を
迎
え
る
。
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次
に
修
二
会
に
関
わ
る
人
々
の
構
成
を
見
よ
う
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
通
り
、

寺
内
で
修
二
会
に
携
わ
る
人
々
は
参
籠
衆
と
称
さ
れ
る
練
行
衆
と
三
役（

（
（

の
外
そ
れ
ら

に
配
置
さ
れ
る
仲
間
、
童
子
、
加
供
奉
行
、
大
炊
、
院
士
、
庄
駆
士
か
ら
成
る（

（
（

。
参

籠
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
練
行
衆
は
各
役
を
体
得
し
て
法
会
全
体
を
把
握
し
て
い

く
。

　
　
　
　

二
、
講
の
歴
史
と
定
義

　

そ
も
そ
も
講
と
い
う
語
は
仏
教
か
ら
発
し
仏
典
の
講4

義
・
講4

説
を
淵
源
と
す
る
。

古
来
よ
り
日
本
に
は
仏
教
の
教
学
的
研
鑽
の
た
め
寺
院
に
於
い
て
仏
教
講
究
の
行
事

が
催
さ
れ
、
盛
ん
に
経
典
の
講
演
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
講
究
の
名
称
に
は
仏

典
名
を
冠
し
「
法
華
講
会
」「
最
勝
講
会
」「
仁
王
講
会
」「
維
摩
講
会
」
な
ど
と
称

せ
ら
れ
た
。
九
世
紀
以
降
、
法
華
信
仰
の
隆
盛
に
よ
り
法
華
八
講
が
流
行
し
、
平
安

中
期
に
な
る
と
朝
廷
や
貴
族
の
現
世
利
益
希
求
か
ら
仏
忌
や
賀
算
の
祝
宴
に
八
講
会

を
採
用
す
る
風
潮
が
高
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
法
会
を
「
御
八
講
」「
八
講
」
と
い
う

こ
と
か
ら
「
講
会
」
を
「
講
」
と
称
す
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
講
は

内
容
の
俗
化
に
つ
れ
て
広
ま
り
、
や
が
て
神
仏
習
合
の
高
ま
り
と
と
も
に
神
社
講
を

輩
出
し
た
。
つ
い
で
中
世
以
降
、
宗
教
・
信
仰
に
根
ざ
さ
な
い
生
産
生
活
、
金
融
的

経
済
的
な
機
能
に
対
し
て
も
講
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
、
僧
尼
間
の
相
互
金
融
の
た
め

の
経
済
講
、
庶
民
の
物
資
融
通
の
た
め
の
無
尽
講
や
頼
母
子
講
、
職
人
に
よ
る
同
業

者
仲
間
の
組
織
で
あ
る
太
子
講
と
い
っ
た
講
が
誕
生
し
た
。
ま
た
伊
勢
講
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
代
参
講
も
各
地
に
生
ま
れ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
桜
井
徳
太
郎
氏
は
講
の
成
立
必
須
条
件
を
信
仰
上
の
結
合
に
求

め
、
そ
の
上
で
講
を
「
地
域
社
会
の
各
分
野
に
お
い
て
互
助
・
協
力
の
仕
組
み
と
し

て
考
案
さ
れ
た
組
織
体（

（
（

」
と
定
義
し
「
公
権
力
や
公
機
関
と
は
独
立
し
た
組
織
体
で

あ
る
ゆ
え
に
私
的
性
格
を
持
ち
、
加
入
も
随
意
で
地
域
上
の
制
限
も
な
く
、
住
民
に

親
近
感
が
あ
り
共
同
飲
食
を
絶
対
条
件
と
す
る
」
と
言
及
し
た
。

　

東
大
寺
に
お
い
て
「�

―�

講
」「�

―�

組
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
圓
玄
講
は
修
二
会
に

必
要
な
品
々
や
祠
堂
金
を
納
め
、
或
い
は
法
会
の
警
備
の
よ
う
な
奉
仕
と
い
う
形
で

修
二
会
を
支
え
る
信
仰
上
の
組
織
で
あ
り
、
よ
っ
て
「
講
」
に
当
て
は
ま
る
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
一
ノ
井
松
明
講
が
「
講
」
と
し
て
史
料
中
に
現

れ
る
の
は
明
治
期
以
降
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
形
態
か
ら
本
稿
で
は
便
宜
上
「
一
ノ

井
松
明
講
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　

第
二
章　

�

中
世
に
お
け
る
東
大
寺
領
と
し
て
の
伊
賀
国
一
ノ
井
と

松
明
調
進
行
事

　
　
　
　

一
、一
ノ
井
松
明
講
の
概
要

　
「
一
ノ
井
松
明
講
」
は
地
縁
的
共
同
体
を
母
体
と
し
て
成
立
し
て
い
る
講
社
で
あ

る
。
そ
の
所
在
地
赤
目
町
一
ノ
井
は
三
重
県
名
張
市
の
南
西
部
、
宇
陀
川
の
支
流
滝

川
左
岸
の
平
地
か
ら
丘
陵
部
に
か
け
て
位
置
す
る
。
本
章
で
は
ま
ず
一
ノ
井
松
明
講

の
歴
史
的
起
源
や
変
遷
を
た
ど
る
前
提
と
し
て
、
現
在
の
松
明
講
に
つ
い
て
確
認
し

て
お
き
た
い（

（
（

。

　

一
ノ
井
松
明
講
は
「
二
月
堂
講
」
と
も
い
わ
れ（

（
（

修
二
会
法
会
中
に
使
わ
れ
る
達
陀

松
明
の
檜
の
松
明
木
を
奉
納
し
て
い
る
。
そ
の
伝
統
と
し
て
は
「
檜
切
り
出
し
」
か

ら
「
松
明
木
作
製
」
の
作
業
、「
夜
待
」
に
お
け
る
次
期
年
番
を
決
め
る
方
法
な
ど

特
筆
す
べ
き
も
の
が
多
く
あ
る（

（
（

。
ま
た
法
要
等
の
中
に
現
れ
る
「
道
観
長
者（

（
（

」
の
姿

は
行
事
と
一
ノ
井
の
人
々
の
信
仰
と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
。

　

次
に
現
在
の
講
組
織
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
講
員
数
は
平
成
二
十
九
年
現

在
四
十
五
軒
（
老
齢
化
、
独
居
老
人
家
な
ど
で
行
事
参
加
免
除
八
軒
）、
賛
助
講
員

数
十
九
名
で
、
行
事
に
は
そ
の
家
の
男
性
が
参
加
す
る
。
以
前
は
講
員
資
格
が
か
な
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り
厳
し
か
っ
た
が
今
で
は
賛
助
会
員
も
募
り
そ
れ
ほ
ど
厳
格
で
な
く
閉
鎖
的
で
は
な

い（
（
（

。
し
か
し
狭
い
地
域
の
上
、
先
祖
か
ら
受
け
継
が
れ
た
集
団
の
結
束
は
固
い
。
組

織
の
中
か
ら
「
役
員
」（
講
長
、
副
講
長
、
会
計
、
顧
問
）
を
選
出
し
、
そ
れ
以
外

に
「
参
与（

（1
（

」と
い
う
役
職
も
あ
る
。調
進
行
事
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を
勤
め
る
「
年

番
」「
年
預
」
職
が
毎
年
選
ば
れ
る（

（（
（

。

　

講
の
本
部
は
極
楽
寺
（
西
境
山
極
楽
寺
大
徳
院
・
名
張
市
赤
目
町
一
ノ
井
）
に
置

か
れ
て
い
る
。
極
楽
寺
は
真
言
宗
豊
山
派
に
属
し
、
後
鳥
羽
天
皇
の
時
代
に
道
観
長

者
に
よ
り
開
創
さ
れ
た
と
伝
承
さ
れ
、
本
尊
の
不
動
明
王
、
十
一
面
観
世
音
（「
二

月
堂
観
世
音
」
と
称
す
）
は
長
者
の
護
持
仏
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
極
楽
寺
に

関
し
て
は
『
三
國
地
誌（

（1
（

』
に
「
道
観
長
者
開
基
に
し
て
、
本
尊
不
動
は
長
者
護
持
佛

な
り
と
云
」
と
あ
る
が
そ
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
。

　

な
お
寺
内
に
は
、「
南
都
二
月
堂
人
足
」（
冊
子
）、「
御
師
□宿

カ

年
番
帳（
（1
（

」（
冊
子
）、

頂
戴
箱
、
袈
裟（

（1
（

、
牛
玉
宝
印
（
近
年
の
も
の
）、
参
詣
出
仕
者
署
名
本
（
巻
子
、
近

年
の
も
の
）、
東
大
寺
僧
侶
名
（
巻
子　

近
年
も
の
）、
風
呂
敷
（「
二
月
堂
」
の
染

文
字
あ
り
）、
香
水
入
れ
包
み
、
竹
製
香
水
入
れ
、
道
観
長
者
位
牌
が
所
蔵
さ
れ
る
。

中
で
も
「
南
都
二
月
堂
人
足
」「
御
師
□
年
番
帳
」
に
つ
い
て
は
近
世
に
繋
が
る
史

料
で
あ
る
た
め
第
三
章
で
後
述
し
た
い
。

　

次
に
松
明
調
進
講
の
活
動
を
日
程
に
沿
っ
て
記
す
。
な
お
本
講
は
松
明
木
の
調
進

の
み
を
行
な
う
講
で
あ
り
他
の
活
動
は
な
く
、
一
般
の
観
音
講
の
よ
う
な
親
睦
会
で

は
な
い
。

　

ま
ず
一
月
最
終
日
曜
日
に
役
員
が
「
松
明
山（

（1
（

」
に
入
り
こ
の
年
切
り
出
す
檜
を
決

め
る
。
ま
た
松
の
倒
木
除
去
な
ど
の
山
道
の
整
備
を
行
う
。
二
月
十
日
、
極
楽
寺
境

内
に
結
界
を
張
り
、
作
業
場
を
作
る
。
翌
十
一
日
、
松
明
山
か
ら
檜
一
本
を
切
り
出

し
、松
明
木
を
作
る
松
明
調
製
の
行
事
が
行
わ
れ
る
。松
明
木
は
檜
を
楔
型
に
割
り
、

ひ
も
で
縛
っ
て
二
十
の
「
束
」を
作
り
、青
竹
に
く
く
り
付
け
た
も
の
を
五
荷
作
る
。

三
月
十
日
、
東
大
寺
よ
り
僧
侶
を
迎
え
、
極
楽
寺
、
道
観
塚
で
の
法
要
、
極
楽
寺
に

お
け
る
護
摩
法
要
が
行
わ
れ
る
。
夕
刻
四
時
、
講
員
は
極
楽
寺
に
集
合
し
て
講
の
会

合
（「
夜
待
」
と
称
す
）
を
開
き
、「
振
り
上
げ
行
事
」
に
よ
る
翌
年
「
年
番
」
決
定

と
飲
食
を
伴
う
懇
親
会
を
開
く
。
三
月
十
二
日
、
東
大
寺
に
松
明
木
を
奉
納
す
る
日

で
あ
る
。
講
員
や
そ
の
他
賛
助
の
人
々
が
極
楽
寺
に
集
合
、
松
明
木
を
担
ぎ
、
徒
歩

で
笠
間
峠
を
越
え
る
。
笠
間
か
ら
奈
良
公
園
ま
で
は
バ
ス
で
移
動
、
奈
良
公
園
か
ら

行
列
を
な
し
て
二
月
堂
に
向
か
う
。
二
月
堂
堂
内
（
礼
堂
）
に
松
明
木
を
搬
入
し
、

東
大
寺
僧
侶
出
仕
、
講
員
参
列
の
上
法
要
（
般
若
心
経
読
誦
）
が
行
わ
れ
る
。
そ
の

後
東
大
寺
本
坊
に
お
い
て
管
長
の
挨
拶
を
受
け
る
。
夜
、
二
月
堂
横
北
の
参
籠
所
の

指
定
さ
れ
た
講
の
部
屋
で
初
夜
松
明
上
堂
を
拝
観
す
る
。
ま
た
二
月
堂
で
は
講
ご
と

に
入
場
す
る
局
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
東
大
寺
は
松
明
奉
納
の
返
礼
と
し
て
壇
供
、

香
水
、
牛
玉
札
、
南
天
の
枝
を
贈
る
。

　

以
上
現
在
に
お
け
る
一
ノ
井
松
明
講
の
実
態
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う

な
歴
史
的
変
遷
の
中
で
こ
の
よ
う
な
形
に
落
ち
着
い
た
の
か
を
次
節
以
降
で
検
証
し

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　

二
、
伊
賀
国
一
ノ
井

　

一
ノ
井
の
地
名
は
「
市
の
井
戸
」
の
意
で
古
代
の
市
か
ら
起
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と

す
る
説
が
あ
り
、
冨
森
盛
一
氏
は
「
水
に
関
す
る
俗
地
名
が
あ
る
如
く
湧
水
地
帯
で

あ
っ
て
『
一
ノ
井
』
な
る
地
名
の
起
因
は
、
飲
料
用
に
設
け
た
泉
水
、
井
戸
等
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う（

（1
（

」
と
し
て
い
る
。
但
し
「
矢
川（
（1
（

は
十
一
世
紀
の
こ
ろ
に
は
黒
田
庄

の
出
作
が
か
な
り
進
行
し
て
い
た
が
、
そ
の
頃
の
一
ノ
井
は
未
だ
村
が
成
立
す
る
ほ

ど
に
は
至
ら
ず（

（1
（

丘
陵
地
は
原
野
や
畠
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
十
四
世

紀
始
め
「
一
ノ
井
村
」
と
の
名
称
が
見
え（

（1
（

、
こ
の
頃
に
は
既
に
村
が
成
長
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
す
る
。
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一
ノ
井
の
存
在
す
る
名
張
は
、
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
）
の
勅
に
よ
り
東
大
寺

に
施
入
さ
れ
た
板
蠅
杣
に
始
ま
り
、
中
世
に
お
い
て
黒
田
庄
・
新
庄
と
し
て
東
大
寺

と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
。
そ
し
て
重
源
が
活
動
す
る
場
で
あ
り
、
ま
た
東
大
寺
に

敵
対
す
る
悪
党
の
暗
躍
す
る
土
地
と
し
て
有
名
な
黒
田
庄
・
新
庄
で
あ
っ
た
。

　

鎌
倉
中
期
こ
こ
で
活
躍
し
た
の
が
、
東
大
寺
尊
勝
院
に
所
属
す
る
華
厳
僧
の
聖
玄

で
あ
る
。
聖
玄
（
生
没
年
不
明
）
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
が
、
黒
田
庄
と
本
格
的
に

関
わ
っ
た
契
機
は
尊
勝
院
院
主
弁
暁
か
ら
黒
田
新
庄
預
所
職
を
譲
与
さ
れ
た
こ
と
に

始
ま
る（

11
（

。
新
庄
は
名
張
、
宇
陀
川
の
東
に
位
置
し
、
東
大
寺
尊
勝
院
が
領
家
職
を
有

し
て
い
た
。
さ
ら
に
弁
暁
の
死
後
別
当
に
就
任
す
る
延
杲
に
黒
田
預
所
（
両
川
西
岸

に
所
在
）
を
賜
り（

1（
（

、
こ
こ
に
聖
玄
は
本
庄
・
新
庄
の
両
預
所
と
な
っ
た
。
そ
の
後
実

務
的
な
手
腕
を
発
揮
し
て
活
動
は
活
発
な
も
の
と
な
り
、
最
期
を
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
東
大
寺
に
私
田
の
寄
進
を
し
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
聖
玄
は
中
世
に
お
け
る
一
ノ

井
松
明
調
進
の
鍵
を
握
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
寄
進
状
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　

寄
進

　
　
　
　

東
大
寺
御
領
伊
賀
國
名
張
郡
新
庄
水
田
神
社
佛
寺
料
田
事

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

一　

二
月
堂

　
　
　
　
　

六
段

　
　
　
　
　

二
七
ケ
夜
行
法
続
松
十
二
百
把
料
田
也
、

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　

宝
治
三
年
三
月　

日　
　
　
　
　
　
　
　

法
眼
和（

聖
玄
（

尚
位　
（
花
押
（
11
（）

寄
進
状
の
日
付
は
「
宝
治
三
年
三
月
」
だ
が
、
同
三
年
（
一
二
四
九
）
三
月
十
九
日

の
「
聖
玄
書
状
」
に
よ
れ
ば
、「
聖
玄
之
余
命
待
時
候
耳
、
已
一
日
存
命
之
間
」
と

自
ら
の
死
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
の
た
め
に
東
大
寺
に
対
し
て
所
領
の

「
寄
文
」（
寄
進
状
）
を
「
案
内
」
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る（

11
（

。
従
っ
て
こ
の
寄
進

状
は
三
月
十
八
日
以
前
に
書
か
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
こ
こ
に
寄
進
さ
れ
る

水
田
は
す
べ
て
名
張
郡
黒
田
新
庄
に
所
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く（

11
（

。

　
「
二
月
堂
」
に
お
け
る
「
二
七
ケ
夜
行
法
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
修
二
会
の
行

法
で
あ
る
。「
続
松
」（
松
明
木
の
事
）
と
の
み
あ
る
が
達
陀
用
の
も
の
で
あ
り

「
千
二
百
把
」
と
い
う
数
は
今
も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
な
お
現
在
、
松
明
寄
進
行
事

の
拠
点
で
あ
る
極
楽
寺
の
そ
ば
に
「
松
明
田
」（「
タ
イ
マ
ッ
タ
」
と
呼
ぶ
）
と
い
う

田
地
が
残
り
、
こ
こ
が
寄
進
さ
れ
た
田
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

聖
玄
は
東
大
寺
修
二
会
中
に
読
み
上
げ
ら
れ
る
『
上
院
修
中
過
去
帳
』
に
「
田
園

施
入
當
院
ノ
前
ノ
院
主
聖
玄
法
眼
」
と
記
さ
れ
、
修
二
会
に
寄
与
し
た
者
と
し
て
今

に
至
る
ま
で
そ
の
名
を
残
す
。「
上
院
院
主
」
た
る
聖
玄
は
、
こ
の
法
会
に
私
田
を

寄
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
り（

11
（

、
何
よ
り
も
師
弁
暁
が
院
主
を
務
め
た
尊

勝
院
の
も
と
に
あ
る
修
二
会
に
は
特
別
の
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

よ
っ
て
先
行
研
究
で
は
こ
の
寄
進
状
を
調
進
行
事
の
契
機
と
す
る
も
の
が
多
い

が
、
以
上
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
一
ノ
井
の
東
大
寺
松
明
調
進
行
事
開
始
に
は
以
下
四

通
り
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

１
、
聖
玄
の
寄
進
（
宝
治
三
年
）
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。

　

２
、
聖
玄
の
寄
進
以
前
に
既
に
調
進
が
行
わ
れ
て
、
寄
進
は
そ
の
援
助
で
あ
る
。

　

３
、�

聖
玄
の
寄
進
以
前
に
既
に
調
進
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
聖
玄
の
寄
進
は
関
わ

り
な
い
。

　

４
、
聖
玄
の
寄
進
以
後
、
調
進
が
行
わ
れ
始
め
た
が
寄
進
と
は
関
わ
り
な
い
。

　

多
く
の
研
究
論
文
や
解
説
書
で
は
聖
玄
の
寄
進
を
以
っ
て
そ
の
開
始
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
な
い
。
道
観
長
者
伝
説
に
聖
玄
の
名
前
が
出
る

こ
と
、
聖
玄
寄
進
状
の
具
体
的
内
容
や
聖
玄
・
宗
性
が
一
ノ
井
に
深
く
関
わ
る
こ
と

か
ら
、
聖
玄
の
寄
進
が
松
明
調
進
と
全
く
関
係
の
な
い
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
従
っ
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て
１
ま
た
は
２
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
２
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
寄
進
は
単
に
好
意

的
な
援
助
で
は
な
く
、
調
進
行
事
が
「
信
仰
か
ら
夫
役
へ
の
変
化
」
す
な
わ
ち
こ
こ

に
公
事
が
生
ま
れ
た
可
能
性
も
生
じ
る
。し
か
し
こ
の
よ
う
に
開
始
の
時
期
を
始
め
、

動
機
に
つ
い
て
も
村
民
の
純
粋
な
信
仰
心
で
あ
っ
た
か
夫
役
で
あ
っ
た
か
な
ど
未
だ

明
ら
か
で
は
な
い
。

　

さ
て
も
う
一
人
一
ノ
井
に
関
わ
る
東
大
寺
僧
が
宗
性
〔
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）

～
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）〕
で
あ
る
。
宗
性
は
十
三
歳
に
て
東
大
寺
に
入
寺
し
、

道
性
門
下
と
し
て
尊
勝
院
系
の
塔
中
寺
院
で
あ
る
中
院
に
止
住
し
、
数
多
く
の
著
作

を
残
し
た
碩
学
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
の
宗
性
に
対
し
聖
玄
は
先
師
弁
暁
か
ら
譲

り
受
け
た
「
当
庄
（
鞆
田
庄
）
之
預
所
職
」
を
「
有
夜
叉
丸
」（
後
の
宗
性
）
に
譲

与
し
て
い
る（

11
（

。
こ
の
時
宗
性
は
ま
だ
入
寺
以
前
五
歳
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
は
実
務
の

譲
り
で
は
な
く
経
済
的
な
援
助
で
あ
ろ
う
。
聖
玄
の
人
間
関
係
が
不
明
な
た
め
譲
与

の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
宗
性
の
器
用
に
依
る
も
の
で
は
な
く
貴
種
と
い
う
出

自
に
譲
与
の
動
機
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
十
六
歳
の
宗
性
は
名
張
で
『
断
惑
義
章
短
冊

雑
要
文
抄（

11
（

』
を
抄
し
て
い
る
。
そ
の
奥
書
に
、
寺
内
の
事
情
に
よ
り
「
大
仏
閉
扉
、

寺
僧
逃
散
」
の
た
め
「
依
有
事
縁
、
下
向
伊
州
名
張
郡
」
し
て
こ
の
地
で
本
書
を
書

き
終
え
た
と
記
す
。
喧
騒
の
地
を
離
れ
て
聖
玄
と
の
縁
あ
る
静
か
な
名
張
で
勉
学
に

励
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
但
し
そ
の
地
は
「
名
張
郡
」
と
の
み
記
さ
れ
る
た
め
詳
細
な
地

名
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）、
宗
性
の
倶
舎
三
十
講
出
仕

に
先
立
ち
、
聖
玄
は
宗
性
に
宛
て
て
二
通
の
書
状
を
送
り
、
細
部
に
亘
る
気
配
り
を

見
せ
て
い
る（

11
（

。

　

嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）、
三
五
歳
の
宗
性
は
再
び
名
張
で
『
因
明
尋
思
抄
』
を

執
筆
し
て
お
り
、
そ
の
奥
書（

11
（

に
は
、

　
　

�

於
伊
賀
国
名
張
郡
矢
河
田
中
村
別
所
薬
師
堂
馳
筆
了
、
此
書
者
七
月
二
十
八
日

於
東
大
寺
尊
勝
院
中
門
廊
始
書
之
、
其
後
事
之
忩
忙
連
々
懈
怠
、
於
今
此
田
舎

遂
所
終
其
功
、
此
書
感
得
難
逢
而
甚
後
難
逢
、
後
学
之
輩
秘
蔵
而
猶
可
秘
蔵
者

歟
、

右
筆
笠
置
寺
住
侶
沙
門
宗
性　

と
あ
り
、本
書
を
東
大
寺
尊
勝
院
中
門
廊
で
書
き
始
め
、そ
の
後
、筆
の
進
ま
な
か
っ

た
『
因
明
尋
思
抄
』
を
名
張
で
書
き
上
げ
た
と
い
う
。
当
時
宗
性
の
執
筆
活
動
は
多

く
が
中
院
も
し
く
は
笠
置
寺
で
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
名
張
を
選
ん
だ
理
由
は
不

明
で
あ
る
が
「
今
此
田
舎
に
於
い
て
遂
に
其
功
を
終
え
る
と
こ
ろ
也
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
名
張
と
い
う
「
田
舎
」
は
心
静
か
に
筆
を
執
る
に
適
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）、
宗
性
は
四
十
四
歳
の
時
三
度
目
に
伊
賀
国
を
訪
れ
、

黄
瀧
山
如
法
院（

11
（

に
お
い
て
『
黄
瀧
山
本
堂
幷
不
動
明
王
供
養
啓
白（
1（
（

』
等
を
著
し
て
い

る
。
宗
性
が
様
々
な
書
を
執
筆
し
た
場
所
を
見
る
と
圧
倒
的
に
中
院
が
多
く
、
次
い

で
最
勝
院
で
あ
る
が
、晩
年
で
は
知
足
院
、最
晩
年
で
は
笠
置
寺
の
名
が
見
ら
れ
る
。

奈
良
を
離
れ
る
と
京
都
白
川
、
仁
和
寺
辺
、
或
い
は
針
小
路
・
油
小
路
・
萬
里
小
路

に
あ
る
宿
所
が
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
名
張
と
い
っ
た
地
方
の
場
所
は
他
に

は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
名
張
は
宗
性
に
と
っ
て
弁
曉
、
聖
玄
と
の
関
わ

り
の
中
で
か
な
り
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
二
月
堂
の
修
二
会

に
関
し
て
宗
性
は
何
も
書
き
残
し
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
し
た

史
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
修
二
会
と
深
く
関
わ
る
尊
勝
院
に
住

持
し
た
宗
性
は
も
ち
ろ
ん
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
く
、
修
二
会
の

「
過
去
帳
」
の
中
に
聖
玄
と
同
様
「
花
厳
ノ
長
吏
當
院
ノ
々
主
前
ノ
別
當
宗
性
前
ノ

權
僧
正
」
と
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
そ
れ
を
証
明
し
て
い
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
前
述
し
た
宗
性
著
『
因
明
尋
思
抄
』
奥
書
に
よ
り
「
矢
河
」
に
「
別
所

薬
師
堂
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
判
明
し
た
が
場
所
の
特
定
は
で
き
て
い
な
い
。
現
在
矢
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川
地
区
の
中
に
「
字
別
所
」
と
い
う
地
名
が
認
め
ら
れ
る
。
矢
川
地
区
は
一
ノ
井
地

区
に
隣
接
し
、
さ
ら
に
松
明
調
進
の
料
田
「
松
明
田
」
に
近
い
。
横
内
裕
人
氏
は
別

所
に
あ
る
中
世
墓
の
存
在
な
ど
か
ら
、
現
存
す
る
石
組
を
寺
院
跡
と
断
定
で
き
な
い

ま
で
も
「
別
所
薬
師
堂
」
が
矢
川
に
あ
っ
た
と
い
う
蓋
然
性
の
高
さ
を
指
摘
し
て
い

る
。
ま
た
宇
田
川
・
名
張
川
の
西
岸
黒
田
本
庄
に
は
荘
政
所
に
推
定
さ
れ
る
無
動
寺

が
あ
る
が
、
聖
玄
の
私
領
が
矢
川
に
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
矢
川

の
別
所
が
尊
勝
院
に
よ
る
新
庄
経
営
の
政
治
的
・
宗
教
的
拠
点
で
は
な
か
っ
た
か
と

推
定
し
て
い
る（

11
（

。

　

こ
の
説
に
対
し
て
新
井
孝
重
氏
は
聖
玄
の
経
営
の
中
心
た
る
新
荘
政
所
は
「
別
所

薬
師
堂
」
で
は
な
く
、
松
明
調
進
に
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
上
野
屋
敷
に
置
か
れ
た

と
述
べ
て
い
る（

11
（

。
上
野
屋
敷
と
は
一
ノ
井
の
中
位
段
丘
面
上
に
位
置
す
る
現
在
の
上

野
垣
内
で
あ
る
。
こ
の
付
近
一
帯
に
は
極
楽
寺
、
松
明
田
、
道
観
塚
と
い
っ
た
二
月

堂
修
二
会
の
松
明
調
進
と
道
観
長
者
伝
説
に
関
わ
る
史
跡
や
民
俗
が
数
多
く
残
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
は
重
源
布
教
の
浄
土
教
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
土
地
で
あ
り
聖

玄
に
も
関
わ
る（

11
（

。

　

両
氏
の
研
究
に
よ
り
、
聖
玄
の
新
庄
の
活
動
拠
点
の
一
つ
が
一
ノ
井
に
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
東
大
寺
の
新
庄
政
所
と
一
ノ
井
の
関
わ
り
を
示
す
非

常
に
興
味
深
い
研
究
で
あ
り
、
今
後
の
議
論
の
進
展
を
待
ち
た
い
。

　
　
　

第
三
章　

近
世
に
お
け
る
伊
賀
国
一
ノ
井
松
明
講

　
　
　
　

一
、『
二
月
堂
修
中
日
記
』
に
記
さ
れ
る
一
ノ
井
松
明
調
進

　
『
二
月
堂
修
中
日
記
』（
以
下
『
修
中
日
記
』
と
表
す
）
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）

か
ら
文
化
十
五
年
（
一
八
一
八
）
の
間
に
堂
童
子
延
清
の
手
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
修

二
会
の
記
録
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
中
に
は
一
ノ
井
松
明
講
に
関
す
る
記
述
が
数
多
く
確
認

さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
『
修
中
日
記
』
を
活
用
し
な
が
ら
現
在
の
活
動
と
比
較

し
つ
つ
、
近
世
に
お
け
る
当
講
の
実
態
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
併
せ
て
近
世
に
お

い
て
一
ノ
井
を
含
む
名
張
は
藤
堂
藩
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
東
大
寺
荘
園
か

ら
藤
堂
藩
へ
と
支
配
が
移
る
中
で
、
松
明
調
進
行
事
が
ど
の
よ
う
に
継
続
さ
れ
た
の

か
も
注
目
し
た
い
。

　
『
修
中
日
記
』
に
よ
れ
ば
、

　
　

�

朝
四
ツ
時
過
伊
州
ヨ
リ
松
明
木
五
荷
持
參
之
事
、
堂
司
方
迄
文
箱
奉
行
名
宛
、
抽（
柚
（

原
半
左
右
衞
門
殿
、
藤
堂
所
左
右
衞
門
殿
、
此
兩
人
之
宰
領
ハ
三
隅
洲
太
兵
衞
、

于
外
ニ
庄
屋
年
寄
人
足
・
宰
領
共
十
八
人
也　
（
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
じ
）

（
文
化
十
一
年
二
月
十
二
日
条
）

と
、
ほ
ぼ
毎
年
旧
暦
二
月
十
二
日
、
東
大
寺
に
「
如
例
年
伊
州
ヨ
リ
松
明
木
五
荷
」

が
到
来
す
る
こ
と
、
一
行
の
到
着
時
刻
は
朝
四
ツ
時
（
午
前
十
時
）、
四
ツ
時
半
（
同

十
一
時
）
ま
た
は
年
に
よ
り
五
ツ
半
（
同
九
時
）
に
、「
宰
領
」
が
「
人
足
」
に
松

明
木
を
運
搬
さ
せ
て
奉
納
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
人
足
」
の
数
は
年
に
よ
っ

て
異
な
る
が
お
お
よ
そ
二
十
人
で
、
松
明
木
の
量
は
「
五
荷
」
で
あ
り
現
在
と
変
わ

ら
な
い
。
但
し
松
明
木
の
枚
数
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
（「
聖
玄
寄
進

状
」
で
は
一
二
〇
〇
枚
「
続
松
十
二
百
把
」）、
現
在
も
ほ
ぼ
同
数
が
調
進
さ
れ
て
い

る
た
め
そ
の
前
後
の
枚
数
と
思
わ
れ
る
。

　

庄
屋
、
人
足
が
一
ノ
井
住
民
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
第
三
章
三
の
㈡
で
掲
げ

る
史
料
に
依
り
明
ら
か
で
あ
る
。堂
司
へ
の
文
箱
、宰
領
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

　

ま
た
松
明
木
の
用
途
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
記
事
も
見
ら
れ
、

　
　

一
、
同
日
、
処
世
界
本
明
房
ゟ
、
伊
賀
之
松
無
心
ニ
参
ル
故
、
壹
把
遣
ス
事

（
文
化
四
年
正
月
晦
日
条
）

「
伊
賀
之
松
」
の
用
途
が
達
陀
松
明
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
文
化

十
二
年
二
月
四
日
条
、
文
化
十
三
年
二
月
五
日
条
に
よ
り
松
明
木
が
七
日
の
「
小
観
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音
出
御
」
の
松
明
に
「
例
年
」
使
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
　

一
、�

伊
州
ヨ
リ
至
來
、
松
明
木
七
日　

御
輿
出
御
之
節
松
明
之
用
、
駆
士
所
出

之
處
、
如
例
年
堂
童
子
ヘ
駆
士
ヨ
リ
断
ノ
後
、
右
之
松
明
木
用
申
事

（
文
化
十
二
年
二
月
四
日
条
）

　
　

一
、�

駆
士
元
珉
ゟ
、
七
日　

松
明
之
用
、
伊
州
之
松
明
木
此
方
ヘ
断
ニ
付
、
如

例
年
遣
ス
也

（
文
化
十
四
年
二
月
五
日
条
）

そ
れ
以
外
に
も
、

　
　

一
、�

処
世
界
公
常
房
ヨ
リ
、
神
灯
松
明
之
用
伊
州
ゟ
来
ル
松
明
木
、
僮
（
マ
マ
（子

ヲ
以

所
望
ニ
来
ニ
付
、
壱
束
遣
ス
事

（
文
化
十
四
年
二
月
四
日
条
）

と
の
記
事
か
ら
松
明
は
神
灯
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
現
在
に
お
い
て
も
松
明
木
が
大
松
明
の
羽
根
木
、
小
観
音
出
御
御
松
明
な
ど

達
陀
松
明
用
の
板
木
以
外
に
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、『
名
張
市
史
』
に

も
記
述
が
あ
る（

11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
二
月
堂
に
奉
納
す
る
日
程
（
新
暦
三
月
十
二
日
、『
修
中
日
記
』

で
は
二
月
）、
奉
納
松
明
木
の
量
、
用
途
な
ど
現
在
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り

近
世
の
松
明
調
進
が
現
在
に
継
続
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
東
大

寺
側
か
ら
礼
堂
切
符
（
次
節
参
照
）
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
奉
納
後
の
一
ノ

井
の
人
々
の
行
動
は
今
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
　
　
　

二
、
東
大
寺
の
対
応

　

次
に
松
明
調
進
に
際
し
て
東
大
寺
側
が
、「
一
ノ
井
」
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
対

応
を
行
な
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

　

東
大
寺
の
返
礼
品
に
つ
い
て
は
、

　
　

礼
堂
切
手
拾
三
枚
遣
ス
、
香
水
筒
ハ
昨
年
分
七
日
ニ
預
リ
、

（
文
化
五
年
二
月
十
二
日
条
）

　
　

牛
玉
貳
枚
壇
供
壹
面
南
天
実
等
所
望
ニ
付
堂
司
江
達
シ
申
請
遣
ス
事

（
文
化
十
一
年
二
月
十
二
日
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、東
大
寺
は
一
ノ
井
に
対
し
て
「
香
水
」、「
礼
堂
切
手
」（
入
場
券
）、

「
壇
供
」（
餅
）、「
牛
玉
」（
札
）、「
南
天
実
」
を
授
与
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
品
々

は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
返
礼
品
授
与
は
現
在
で
は
小
綱
職
が
す
べ
て
担
当
す
る
が
、

享
和
二
年
か
ら
文
化
十
五
年
に
お
い
て
は
「
堂
司
」
が
事
務
的
な
報
告
を
受
け
そ
れ

を
処
理
し
俗
役
も
特
別
な
事
柄
に
関
し
て
は
堂
司
に
裁
量
を
仰
ぐ
な
ど
「
堂
司
」
が

対
外
的
な
事
柄
に
対
す
る
役
目
を
果
た
し
て
お
り
多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。

　

加
え
て
「
堂
司
」
と
「
一
ノ
井
」「
宰
領
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
　

宰
領
大
谷
浅
右
衛
門
、
壇
供
壹
面
無
心
ニ
付
、
堂
司
ヘ
達
シ
遣
シ
申
候
、

（
文
化
二
年
二
月
十
二
日
条
）

　
　

定
リ
之
外
ニ
牛
玉
貳
枚
幷
壇
供
四
面
尓
所
望
ニ
付
、
堂
司
ヘ
申
入
承
知
ニ
付
遣
シ
、

（
文
化
五
年
二
月
十
二
日
条
）

と
の
記
述
に
よ
り
、「
宰
領
」
が
「
堂
司
」
に
対
し
て
「
壇
供
」
や
「
牛
玉
」
を
「
所

望
」
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
現
在
、
こ
の
よ
う
な
「
無
心
」
は
考
え
ら
れ

な
い
が
、「
堂
司
」
が
庶
務
の
窓
口
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

　

ま
た
奉
納
さ
れ
た
松
明
木
は
乾
燥
の
た
め
一
年
間
保
存
さ
れ
翌
年
使
わ
れ
る
の
だ

が
、
そ
の
保
存
場
所
に
つ
い
て
は
文
化
七
年
二
月
八
日
条
に
、

　
　

昼
後
四
職
之
童
子
ニ
、
在
之
松
明
木
湯
屋
二
階
ニ
上
ケ
サ
ス

と
あ
り
「
松
明
木
」
を
湯
屋
の
二
階
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
現
在
は
湯

屋
の
中
の
小
屋
に
保
存
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
修
中
日
記
』
に
は
他
の
講
に
つ
い
て
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
個
人
の
寄
進
記
事
は
散
見
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
藤
蔓
や
柳
（
牛
玉
杖
）
と
い
っ
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た
松
明
木
と
同
様
の
法
会
必
需
品
を
奉
納
す
る
講
に
つ
い
て
は
一
切
書
か
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
一
ノ
井
か
ら
の
松
明
調
進
が
他
と
は
異
な
る
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
東
大
寺
が
一
ノ
井
村
を
優
遇
し

て
い
る
こ
と
は
修
二
会
に
お
け
る
二
月
堂
内
の
局
の
使
用
場
所
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
享
和
三
年
（
文
化
元
年
、
一
八
〇
四
）
二
月
十
二
日
条
に
は
、

　
　

�

今
晩
御
寺
務
御
代
参
、
御
参
籠
所
者
、
例
年
之
通
南
正
面
局
ニ
て
、
御
座
候
、

走
り
達
陀
拝
見
者
、
例
年
之
通

と
あ
り
、
寺
務
代
参
が
「
走
り
」
と
「
達
陀
」
を
「
南
正
面
の
局
」
で
拝
観
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
を
休
み
所
と
し
て
も
使
用
し
て
い
る（

11
（

。
現
在
も
十
二
日

夜
「
一
ノ
井
松
明
講
」
の
局
は
南
の
出
仕
口
脇
に
あ
る
が
こ
れ
は
上
席
と
さ
れ
る（

11
（

。

　

ま
た
修
二
会
中
毎
日
初
夜
と
後
夜
に
大
導
師
が
「
大
導
師
加
供
帳
」
を
奉
読
し
、

こ
の
中
で
「
圓
玄
講　

二
月
堂
諸
講
社
」
と
し
て
三
十
三
の
講
社
名
が
読
み
上
げ
ら

れ
る
が（

11
（

、
そ
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
「
伊
賀
一
ノ
井
松
明
講
」
の
名
が
あ
る
。
さ
ら
に

そ
れ
と
は
別
に
「
毎
年　

松
明
ノ
木　

奉
納
セ
ル　

伊
賀
一
ノ
井
松
明
講
」
と
唱
え

ら
れ
る
。「
一
ノ
井
松
明
講
」
の
名
が
二
度
に
わ
た
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
、
具
体
的

な
品
物
の
名
称
が
入
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
調
進
が
東
大
寺
側
に
如
何
に
強
く
認
識
さ

れ
続
け
て
い
る
か
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　

三
、
一
ノ
井
松
明
講
と
藤
堂
藩

　
　
　
　
　

㈠　

藤
堂
藩
の
歴
史

　
『
修
中
日
記
』
の
一
ノ
井
松
明
調
進
の
記
事
の
中
に
は
「
藤
堂
」（「
伊
州
」）
と
い

う
語
句
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
『
修
中
日
記
』
と
合
わ
せ
て
、
藤
堂
藩
（
津
藩
）

の
三
大
史
書（

11
（

と
呼
ば
れ
る
『
永
保
記
事
略
』『
宗
国
史
』『
庁
事
類
編
』
等
の
記
述
か

ら
、
藤
堂
藩
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
行
事
に
関
わ
っ
て
い
た
か
、
ま
た
松
明
調
進
行
事

継
続
の
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
。

　

藤
堂
藩
（
津
藩
と
も
い
う
）
は
伊
賀
国
の
上
野
藩
と
伊
勢
国
の
安
濃
藩
を
合
わ
せ

た
藤
堂
氏
が
、
津
を
主
城
の
地
と
し
伊
賀
上
野
に
も
城
代
を
置
い
た
外
様
の
藩
で
あ

る
。
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
初
代
藩
主
藤
堂
高
虎（

1（
（

の
入
封
に
よ
り
成
立
し
た
。

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）徳
川
頼
宣
の
移
封
に
伴
い
山
城
国
相
楽
郡
・
大
和
国
添
上
・

山
辺
・
十
市
郡
が
伊
勢
国
田
丸
領
と
領
地
替
え
に
な
る
。
こ
の
地
を
「
城
和
領
」
と

い
う
。
高
虎
の
死
後
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）、
松
平
貞
房
の
転
封
の
た
め
藤
堂

藩
伊
予
国
が
伊
勢
国
に
替
地
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
高
虎
養
子
藤
堂
宮
内
高
吉
は

伊
予
か
ら
伊
賀
国
名
張
に
居
を
移
し
こ
こ
に
「
名
張
藤
堂
」
が
成
立
す
る
。

　

す
な
わ
ち
近
世
に
お
い
て
一
ノ
井
を
含
む
名
張
は
幕
末
ま
で
一
貫
し
て
藤
堂
藩
の

領
す
る
地
で
あ
っ
た
。
東
大
寺
の
荘
園
か
ら
藤
堂
藩
の
支
配
地
へ
の
変
化
の
中
で
、

一
ノ
井
松
明
調
進
は
ど
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

㈡　

藤
堂
藩
と
一
ノ
井
松
明
講
の
関
わ
り

　

前
出
し
た
藤
堂
藩
の
三
大
史
書
中
に
見
ら
れ
る
一
ノ
井
松
明
講
の
記
事
と
し
て

は
、
ま
ず
山
論
に
関
す
る
『
永
保
記
事
略
』
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
正
月
廿
七

日
条
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

一
、�

一
之
井
村
ゟ
南
都
二
月
堂
行
ニ
往
古
ゟ
八
幡
山
檜
松
明
出
し
来
候
得
共
、

近
来
山
論
ニ
而
吉
野
ニ
而
買
調
、
奉
行
ゟ
宰
領
相
添
、
五
十
年
来
送
リ
候

之
所
、
右
山
論
去
年
内
済
ニ
付
、
古
来
之
通
、
八
幡
山
ニ
而
伐
出
し
候
事
、

江
戸
時
代
、
伊
賀
国
で
は
国
境
を
巡
る
争
論
が
し
ば
し
ば
発
生
し
た
が
、
元
禄
年
間

に
行
わ
れ
た
幕
府
の
国
絵
図
作
成
事
業
を
契
機
と
し
て
藤
堂
藩
は
ま
ず
こ
の
解
決
に

取
り
か
か
っ
た
。「
内
済
」
が
成
立
し
た
結
果
八
幡
山
争
論（

11
（

が
終
結
し
、
元
禄
十
一

年
（
一
六
九
八
）
三
月
国
境
に
杭
が
打
た
れ
た（

11
（

。

　

記
事
に
よ
れ
ば
、
五
十
年
も
の
間
、
藤
堂
藩
が
一
ノ
井
村
に
代
わ
っ
て
「
吉
野
」

か
ら
檜
を
購
入
し
「
奉
行
」
か
ら
「
宰
領
」
を
添
え
て
、
松
明
木
を
東
大
寺
に
奉
納
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し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
東
大
寺
ま
で
運
搬
し
て
い
た
の
は
一
ノ
井
の
村
人

で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
奉
行
ゟ
宰
領
相
添
」
と
こ
と
さ
ら
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

藩
が
関
係
す
る
「
宰
領
」
同
伴
が
こ
の
時
期
に
始
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

次
い
で
調
進
へ
の
援
助
金
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
が
、『
永
保
記
事
略
』
享

保
九
年
（
一
七
二
四
）
閏
四
月
六
日
条
に
は
、

　
　

一
、�

二
月
堂
松
明
代
之
義
、勘
定
所
用
談
相
済
候
而
、毎
年
銀
六
拾
五
匁
ツ
ゝ
、

一
之
井
村
へ
被
下
筈
相
極
ル
、

と
あ
り
、「
二
月
堂
松
明
代
」
と
し
て
毎
年
銀
六
拾
五
匁
ず
つ
を
一
ノ
井
村
に
下
さ

れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
関
連
記
事
が
見
え
な
い
た
め
、
そ
の

理
由
や
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
こ
の
年
の
前
後
に
飢
饉
等
の
記

事
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
う
し
た
状
況
の
下
で
も
「
一
ノ
井
村
」
に

対
し
て
松
明
代
援
助
の
「
形
」
を
見
せ
た
こ
と
は
、
藩
と
し
て
も
こ
の
松
明
調
進
を

等
閑
に
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
毎
年
調
進
さ
れ
た
松
明
木
で
あ
る
が
、
藤
堂
藩
に
服
忌
者
が
出
た
場

合
は
前
も
っ
て
東
大
寺
に
連
絡
の
上
、
そ
の
年
は
調
進
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が

『
修
中
日
記
』
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
。

　
　

�

御
服
者
ニ
テ
松
明
木
到
来
之
儀
、
御
差
扣
之
旨
去
月
廿
五
日
古
市
役
所
ヨ
リ
紙

面
来
ル
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
化
十
二
年
二
月
十
二
日
条
）

こ
の
記
事
よ
り
「
松
明
木
到
来
」
を
差
し
控
え
る
書
状
が
城
和
領
「
古
市
役
所（

11
（

」
か

ら
送
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他
の
史
料
か
ら
も
藤
堂
藩
の
事
情
に
よ
り
松
明

調
進
が
中
止
さ
れ
て
お
り
、
文
化
四
年
二
月
十
二
日
条
に
は
、

　
　

一
、�

十
二
日
天
気
、
例
年
伊
州
ゟ
参
ル
松
明
木
之
義
、
當
年
ハ
伊
賀
太
守
和
泉

守
殿
御
服
者
ニ
付
キ
ニ
而
、
持
参
無
之
事
、
尤
去
ル
六
日
ニ
堂
司
江
磯
野
右

金
兵
衛
・
小
川
五
郎
兵
衛
ゟ
右
之
趣
断
状
直
ニ
置
来
之
事
、

と
あ
り
、
こ
れ
と
同
様
の
記
事
は
文
化
六
年
二
月
十
二
日
条
、
同
十
二
年
二
月
十
二

日
条
に
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
御
服
」
と
は
『
庁
事
類
編
』
に
よ
り
文
化
三
年

八
月
二
十
六
日
没
「
高
嶷
公
」（
九
代
藩
主
藤
堂
高
嶷
）、
文
化
五
年
閏
六
月
十
三
日

没
「
章
善
院
様
」、
文
化
十
一
年
八
月
十
三
日
没
「
峯
院
殿
」
の
逝
去
を
指
す
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
文
化
三
年
藩
主
高
嶷
逝
去
の
時
を
除
き
、
藩
の
他
の
行
事

に
自
粛
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
中
止
は
藩
内
の
施
策
と
い
う
よ
り
、
穢

れ
忌
避
の
考
え
が
非
常
に
強
く
守
ら
れ
る
東
大
寺
修
二
会
に
対
す
る
配
慮
の
表
れ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
調
進
を
行
わ
な
か
っ
た
翌
年
に
は
前
年
分
と
合
わ
せ
て
松
明
木
を
二
年
分
を

奉
納
す
る
こ
と
が
通
例
化
し
て
お
り
、

　
　

一
、�

伊
州
ゟ
、
去
卯
年
ハ
大
守
御
觸
穢
ニ
テ
松
明
木
至（
到
（來

有
之
、
依
之
去
年
分

松
明
木
至（

到
（來

申
候
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
化
五
年
二
月
七
日
条
）

　
　
　
　

�

伊
州
一
ノ
井
村
庄
屋
、
昨
日
之
返
状
請
取
ニ
参
ル
、
依
之
堂
司
ゟ
牛
玉
幷

返
状
請
取
相
渡
也
、
香
水
□（
之
筒
（□

幷
壇
供
貳
面
所
望
ニ
候
得
共
、
當
十
二
日

ニ
相
渡
ス
申
筈
ニ
申
、
香
水
筒
預
リ
置
申
候
、

（
同
五
年
二
月
八
日
条
）

　
　
　
　

今
朝
當
年
ゟ
松
明
木
五
荷
、
但
シ
貳
拾
束
也
、
至（
到
（來
、

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　

�

壇
供
内
貳
面
ハ
七
日
ニ
頼
置
申
候
事
ゝ
、
礼
堂
切
手
拾
三
枚
遣
ス
、
香
水

筒
ハ
昨
年
分
七
日
ニ
預
リ
置
幷
今
日
分
一
所
ニ
今
晩
礼
堂
ニ
而
相
渡
ス
、

（
同
五
年
二
月
十
二
日
条
）

と
記
さ
れ
、
ま
ず
二
月
七
日
に
前
年
分
が
納
め
ら
れ
、
重
ね
て
十
二
日
に
今
年
分
が

届
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
東
大
寺
は
二
年
分
の
返
礼
品
を
与
え
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る（

11
（

。
ま
た
二
月
八
日
条
の
「
伊
州
一
ノ
井
庄
屋
」
と
い
う
記
述
か
ら
一
ノ
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井
の
庄
屋
が
松
明
調
進
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
白
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
達
陀
松
明
の
作
製
に
つ
い
て
は
、

　
　

一
、
四
日
、
天
晴
日
柄
宜
シ
敷
故
、
達
陀
之
松
手
初
ス（

文
化
二
年
二
月
四
日
条
）

　
　

一
、
三
日
天
気
、
今
日
日
柄
宜
敷
ニ
付
、
達
陀
之
松
手
初
メ
之
事

（
文
化
四
年
二
月
三
日
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
二
月
三
日
か
四
日
に
行
わ
れ
る
た
め
、
松
明
木
が
七
日
奉
納

で
は
間
に
合
わ
な
い
。
従
っ
て
調
進
が
滞
っ
て
も
支
障
の
無
い
よ
う
余
分
の
松
明
木

が
寺
内
に
保
存
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
な
ぜ
「
毎
年
分
」
と
し
て
五
荷
の
松
明
木
を
調
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
忌
の
明
け
た
翌
年
、
短
期
間
の
う
ち
に
一
ノ
井
と
東
大
寺
間
を
二
往
復

す
る
、
或
い
は
一
度
に
倍
量
の
松
明
木
を
運
搬
す
る
こ
と
は
村
民
に
と
っ
て
大
き
な

負
担
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
押
し
て
行
う
の
は
達
陀
松
明
作
製
の
た
め
の
松

明
木
そ
の
も
の
の
必
要
性
よ
り
も
「
調
進
」
と
い
う
行
為
に
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
一
ノ
井
の
人
々
に
と
っ
て
調
進
行
為
が
伝
統
の
上

で
も
信
仰
の
上
で
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
。

　

一
方
で
前
述
し
た
通
り
、
一
ノ
井
に
現
残
す
る
史
料
に
『
南
都
二
月
堂
人
足
』
と

『
御
師
□
年
番
帳（

11
（

』
が
あ
る
。『
南
都
二
月
堂
人
足
』
に
は
安
永
十
年
か
ら
平
成
八

年
ま
で
毎
年
ほ
ぼ
五
名
の
名
前
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
に
「
人
足
」
と
書
か
れ

て
い
る
が
現
在
の
「
年
番
」
の
一
覧
表
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
御
師
□

年
番
帳
』
に
は
文
化
十
二
年
か
ら
明
治
三
十
九
年
ま
で
一
年
ご
と
に
二
名
の
名
前
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
表
題
の
「
年
番
」
は
現
在
の
「
年
預
」
ま
た
は
他
の
役
職
を
示

す
と
考
え
る
。
紙
数
の
関
係
上
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
『
修
中
日

記
』
と
こ
れ
ら
の
史
料
と
の
間
に
は
記
録
が
食
い
違
う
年
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
文
化
四
年
、
文
化
六
年
、
文
化
十
二
年
は
『
修
中
日
記
』
で
は
松
明
調
進
が

実
行
さ
れ
て
い
な
い
と
記
さ
れ
る
が
、『
南
都
二
月
堂
人
足
』
に
は
上
記
の
年
に
も

調
進
行
事
に
参
加
し
た
村
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
修
中
日
記
』
の
記
録
の

精
密
さ
か
ら
見
て
実
際
こ
れ
ら
の
年
に
調
進
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
実

体
の
な
い
行
事
の
記
録
の
み
が
史
料
に
残
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
『
修

中
日
記
』
に
よ
る
と
文
化
十
三
年
は
「
松
明
木
拾
荷
持
参
之
事
、
此
内
五
荷
ハ
去
年

分
也
」
と
十
二
、十
三
年
の
二
年
分
を
一
括
し
て
調
進
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
南
都
二
月
堂
人
足
』
で
は
十
二
年
、
十
三
年
分
が
別
筆
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
お

り
内
容
に
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
矛
盾
の
解
決
に
は
、一
ノ
井
の
二
史
料
は
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
で
は
あ
る
が
、

行
事
に
携
わ
っ
た
人
々
の
名
を
几
帳
面
に
記
録
し
つ
つ
松
明
が
調
進
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
こ
の
行
事
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
上
で
必
要
な
記
録
で
あ
る
と
と
も
に
、
松

明
調
進
が
一
ノ
井
の
人
々
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
当
然
の
行
事
」
の
記

録
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
行
事
が
行
わ
れ
る
（
行
わ
れ
た

4

4

4

4

）こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め
、

行
事
が
行
わ
れ
な
い
年
も
、
翌
年
に
繰
り
下
げ
て
行
わ
れ
た
調
進
分
を
同
じ
様
に
書

き
入
れ
、
人
足
の
名
前
を
書
き
留
め
て
置
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
藩
が
ど
れ
ほ
ど
の
重
き
を
も
っ
て
行
事
を
促
て
い
た
の
か
『
修
中
日

記
』の
中
に
見
え
る
藤
堂
藩
士
名
の
確
認
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
し
て
み
た
い
。

　
　

�

伊
賀
一
ノ
井
村
ゟ
例
年
之
通
リ
松
明
木
来
ル
、
宰
領
役
大
谷
淺
右
衞
門
、
堂
司

へ
之
文
箱
ノ
名
前
磯
野
右
金
兵
衞
・
小
川
五
郎
兵
衞
、
松
明
木
之
人
足
十
九
人
、

（
文
化
二
年
二
月
十
二
日
条
）

　
　

�
朝
四
ツ
時
半
、
如
例
年
伊
州
ヨ
リ
松
明
木
五
荷
至（
到
（來

ノ
事
、
堂
司
ヘ
文
箱
名
當
柚

原
八
右
左
衞
門
・
西
嶌
八
兵
衞
、
宰
領
服
部
弥
左
右
衞
門
、
于
外
ニ
庄
屋
人
足

共
十
八
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
化
八
年
二
月
十
二
日
条
）

　
　

�

朝
四
ツ
時
過
、
伊
州
ヨ
リ
松
明
木
五
荷
持
參
之
事
、
堂
司
方
迄
文
箱
奉
行
名
宛
柚
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原
半
左
衞
門
殿
・
藤
堂
所
左
衞
門
殿
、
此
兩
人
之
宰
領
ハ
三
隅
洲
太
兵
衞
、
于

外
ニ
庄
屋
年
寄
人
足
宰
領
共
十
八
人
也　
　
　
（
文
化
十
一
年
二
月
十
二
日
条
）

　
「
堂
司
ヘ
文
箱
名
當
」
あ
る
い
は
「
堂
司
へ
之
文
箱
ノ
名
前
」
と
し
て
記
さ
れ
る

「
西
嶌
八
兵
衛
」
は
津
藩
に
お
い
て
後
世
に
名
を
残
す
人
物
で
あ
る
。
八
兵
衛
は
慶

長
元
年
（
一
五
九
六
）
に
生
ま
れ
、
築
城
の
名
手
藤
堂
高
虎
の
近
習
と
し
て
仕
え
、

高
松
藩
で
は
溜
池
の
修
築
・
新
設
、
津
藩
に
お
い
て
も
土
木
工
事
に
よ
っ
て
飢
饉
か

ら
の
復
興
を
図
り
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
か
ら
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
ま
で

城
和
奉
行
を
勤
め
同
領
の
支
配
を
担
当
す
る
。
西
嶌
八
兵
衛
は
こ
の
よ
う
に
多
く
の

業
績
を
残
し
、地
元
の
人
々
の
記
憶
に
残
る
人
物（

11
（

で
あ
る
が
、そ
の
活
躍
時
期
は
『
修

中
日
記
』
の
文
化
期
（
一
八
〇
〇
年
代
）
と
は
か
け
離
れ
た
時
代
で
あ
り
同
一
の
人

物
が
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
の
子
孫
で
同
名
を
受
け
継
い
だ
人
物
で
あ

る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
同
じ
く
「
柚
原
半
左
衛
門
」
は
天
明
七
年
か
ら
八
年
に
か

け
て
城
和
奉
行
を
勤
め（

11
（

、「
磯
野
右
金
兵
衞
」
は
公
儀
に
関
わ
り
、
江
戸
に
も
出
向

い
て
い
る
な
ど
の
記
事
内
容
か
ら
然
る
べ
き
身
分
の
人
間
と
思
わ
れ
る（

11
（

。『
藤
堂
藩

の
年
々
記
録（

11
（

』（「
藤
堂
藩
重
臣
・
功
臣
諸
家
索
引
」）
に
よ
れ
ば
「
柚
原
半
左
衞
門
」

は
六
百
石
、「
藤
堂
所
左
衞
門
」
は
高
知
千
三
百
石
の
禄
高
を
得
て
お
り
藩
中
で
も

上
級
の
藩
士
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

で
は
こ
の
「
文
箱
」
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
堂

司
ヘ
文
箱
名
當
柚
原
八
右
左
衞
門
・
西
嶌
八
兵
衞
」（
文
化
八
年
）「
堂
司
へ
」
と
い

う
こ
と
か
ら
文
箱
の
中
に
は
一
ノ
井
側
か
ら
東
大
寺
宛
て
の
書
状
な
ど
重
要
な
も
の

を
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
文
化
十
一
年
条
の
「
堂
司

方
迄
文
箱
奉
行
名
宛
柚
原
半
左
衞
門
殿
・
藤
堂
所
左
右
衞
門
殿
」
で
は
名
宛
（
受
取

人
）
が
柚
原
半
左
衞
門
殿
、
藤
堂
所
左
右
衞
門
殿
と
な
り
、
し
か
も
「
殿
」
が
つ
い

て
い
る
こ
と
か
ら
文
箱
の
中
身
の
移
動
が
解
明
で
き
て
い
な
い（

1（
（

。
確
か
に
「
名
宛
」

の
意
味
は
「
受
取
人
」
だ
が
こ
こ
で
は
差
出
の
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
先
に

述
べ
た
西
嶌
八
兵
衛
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
文
箱
の
上
書
き
は
そ
の
年
の
調
進
に
実

際
に
携
わ
っ
た
藩
士
名
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
毎
年
松
明
調
進
に
同
行
す
る
「
宰
領
」と
し
て
は
「
岩
菜
弥
藤
治
」「
矢

那
瀬
長
蔵
」「
菊
水
宗
治
」「
吉
川
音
右
衛
門
」「
服
部
弥
左
右
衞
門
」「
西
岡
伝
五
右

衛
門
」「
豊
浜
仙
右
衛
門
」「
三
隅
洲
太
兵
衛
」「
沖
嶌
喜
右
衛
門
」
の
名
が
見
ら
れ

る
が
、今
回
検
討
し
た
史
料
に
は
管
見
の
限
り
彼
ら
の
名
前
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

宰
領
役
は
一
年
交
代
で
行
わ
れ
る
た
め
、
か
な
り
の
数
の
人
間
が
代
わ
る
代
わ
る
行

事
に
関
わ
っ
た
。
従
っ
て
講
の
調
進
行
事
の
「
宰
領
」
の
多
く
は
下
級
武
士
か
、
あ

る
い
は
「
伊
賀
国
無
足
人（

11
（

」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
任
に
当
た
っ
て
い
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。

　

前
述
し
た
通
り
一
ノ
井
村
山
論
の
あ
っ
た
期
間
、
一
ノ
井
に
代
わ
っ
て
の
吉
野
の

檜
購
入
、
お
よ
び
行
事
へ
の
金
銭
的
援
助
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
調
進
行
事
は

関
ヶ
原
の
戦
い
以
後
転
封
に
よ
っ
て
城
を
構
え
支
配
者
と
な
っ
た
、
い
わ
ば
伊
賀
に

と
っ
て
新
参
者
の
藤
堂
藩
が
、
領
民
に
対
し
て
行
っ
た
一
種
の
懐
柔
的
政
策
と
も
考

え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
修
二
会
に
お
い
て
奉
読
さ
れ
る
「
大
導
師
加

供
帳
」
で
は
「
毛
利
家　

藤
堂
家　

水
野
家　

片
桐
家　

同
ジ
ク
内
房　

大
仏
殿
昭

和
大
修
理
浄
財
ノ
施
主
等　

大
仏
殿
荘
厳
具
等
寄
進
ノ
施
主
等
」と
あ
り
「
藤
堂
家
」

の
名
が
み
え
る
。
こ
の
事
か
ら
東
大
寺
に
と
っ
て
、「
藤
堂
藩
（
家
）」
は
修
二
会
を

支
え
る
重
要
な
施
主
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
藤
堂
藩
が
松
明
調

進
以
外
、
東
大
寺
修
二
会
に
何
ら
か
の
貢
献
を
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
管
見
の
限

り
確
認
さ
れ
ず
、
毎
年
藤
堂
藩
が
率
い
る
こ
の
松
明
調
進
を
、
東
大
寺
が
重
要
視
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
藤
堂
藩
は
、
当
寺
と
の
中
世
以
来
の

関
わ
り
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
な
く
調
進
行
事
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
の
使
命
を
認
識

し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
期
に
農
民
が
団
体
で
領
内
を
出
る
こ
と
を

許
可
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
藩
に
よ
る
東
大
寺
と
の
関
係
の
保
持
、
ま
た
度
々
出
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さ
れ
た
「
定
」
や
「
法
度（
11
（

」
に
見
ら
れ
る
民
心
掌
握
の
意
識
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

一
方
で
一
ノ
井
の
人
々
に
と
っ
て
、
松
明
調
進
行
事
は
藩
か
ら
の
夫
役
以
上
に
こ

の
地
に
生
ま
れ
た
者
と
し
て
自
ら
の
意
志
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
ろ
う

と
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
双
方
の
意
識
が
合
致
し
、
藤
堂
藩
と

と
も
に
一
ノ
井
の
人
々
の
強
い
意
志
に
よ
っ
て
行
事
が
継
承
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
こ
こ
に
近
世
に
お
け
る
調
進
行
事
継
続
の
理
由
が
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
は
藤
堂
藩
に
視
点
を
置
い
て
江
戸
中
期
の
松
明
調
進
行
事
を
検
討
し
て

き
た
が
、
東
大
寺
側
の
史
料
か
ら
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
今
回
は
限

ら
れ
た
公
開
史
料
を
用
い
る
こ
と
に
止
ま
っ
た
が
、
今
後
新
し
い
史
料
か
ら
の
検
討

を
試
み
た
い
。

　
　
　

終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
中
世
に
そ
の
起
源
を
確
認
で
き
る
一
ノ
井
松
明
講
が
、
近
世
、
現
在

と
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
を
追
っ
て
み
た
。
中
世
に
一
ノ
井
と
東
大
寺

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
た
が
、
松
明
調
進
の
実
態
に
つ
い
て
は
史
料
か

ら
伺
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
世
に
な
る
と
藤
堂
藩
が
一
ノ
井
の
人
々

を
率
い
て
松
明
調
進
を
行
な
う
具
体
的
な
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ

の
様
子
や
方
法
は
驚
く
ほ
ど
現
在
の
そ
れ
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
近
世

以
降
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
人
々
が
こ
の
行
事
を
守
り
伝
え
て
き
た
証
し
で
あ
る
に

違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
ノ
井
に
は

「
道
観
長
者
伝
説
」
が
残
り
、
今
も
な
お
人
々
は
徳
高
い
道
観
長
者
の
遺
言
を
守
る

と
い
う
意
識
の
も
と
に
調
進
行
事
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
現
地
調
査
で
た
び
た
び
聞

い
た
「
ご
先
祖
が
し
て
き
た
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
祖
先
へ
の
思
い
、
東

大
寺
二
月
堂
の
観
音
信
仰
に
留
ま
ら
ぬ
広
い
意
味
で
の
「
信
仰
心
」
が
人
々
を
支
え

て
き
た
。
つ
ま
り
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
現
在
に
も
残
る
、
松
明
調
進
行
事
に
携
わ

る
者
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
、
選
ば
れ
し
も
の
と
し
て
の
誇
り
と
責
務
へ
の
使
命
感
は

江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
思
い
が
江
戸
時
代
か
ら

今
に
至
る
一
ノ
井
松
明
調
進
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

今
年
も
ま
た
一
講
廃
講
が
決
ま
り
そ
う
な
状
況
の
中
、
東
大
寺
の
修
二
会
が
姿
を

変
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
る
た
め
に
も
、
そ
れ
を
支
え
る
講
に
関
わ
る
人
々
が
、

本
稿
に
よ
っ
て
自
ら
の
活
動
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、
今
後
も
継
続
し
て
い
く
一
助

に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

註（
（
）�

平
成
二
十
八
年
現
在
の
東
大
寺
講
台
帳
に
は
四
十
六
の
講
社
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

活
動
中
の
講
は
二
十
九
、
廃
講
十
三
、
不
明
四
と
、
実
際
活
動
し
て
い
る
講
は
以
前
に
比
べ
確
実
に
減

少
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
台
帳
に
は
「
講
社
名
・
現
況
・
活
動
内
容
」
の
簡
単
な
記
述
が
あ

る
の
み
で
詳
細
な
記
録
が
管
理
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
現
在
活
動
し
て
い
る
講
名
は
「
台
帳
」

に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
（
東
大
寺
狭
川
普
文
師
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

　
　
　
　

�

朝
参
講
、
不
動
講
、
伊
賀
一
ノ
井
講
、
大
阪
御
正
躰
講
、
乙
万
人
講
、
河
内
仲
組
、
江
州
一
心
講
、

奈
良
百
人
講
社
、
二
月
堂
観
音
講
、
東
香
水
講
、
本
部
講
、
山
城
松
明
講
、
檪
本
護
摩
講
、
岩
室

組
、
河
内
朝
日
講
、
河
内
永
久
社
、
河
内
永
信
社
、
河
内
仲
組
客
坊
（
河
内
仲
組
の
支
部
）、
江

州
観
音
講
、
城
州
一
心
講
、
杉
鏡
講
、
玉
川
一
心
講
、
平
等
組
、
伏
見
戸
帳
講
、
山
城
八
幡
妙
音

講

（
（
）�

堂
童
子
、
小
綱
、
駆
士
を
三
役
と
呼
ぶ
。
各
々
は
練
行
衆
の
外
縁
作
法
、
法
会
の
会
計
・
雑
法
務
、
湯

屋
の
雑
法
務
を
担
当
す
る
。

（
（
）�

仲
間
は
練
行
衆
中
の
各
四
職
（
和
上
・
大
導
師
・
咒
師
・
堂
司
）
に
配
さ
れ
身
辺
の
仕
事
を
、
加
供
奉

行
は
堂
司
の
代
行
諸
役
を
務
め
る
。
童
子
は
練
行
衆
と
堂
童
子
・
小
綱
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
人
ず
つ
配
さ
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れ
松
明
に
関
わ
る
仕
事
が
重
要
で
あ
る
が
法
会
中
の
諸
事
一
般
の
仕
事
に
当
た
る
。
大
炊
と
院
士
は
小

綱
に
、
庄
駆
士
は
駆
士
に
配
置
さ
れ
る
。

（
（
）�
桜
井
徳
太
郎
『
歴
史
民
俗
学
の
構
想
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
。

（
（
）�

平
成
二
十
八
年
か
ら
三
十
年
に
亘
り
現
地
調
査
を
行
っ
た
。松
明
切
り
出
し
行
事
、道
観
塚
で
の
法
要
、

極
楽
寺
大
護
摩
法
要
、
夜
待
行
事
、
松
明
奉
納
行
事
等
の
見
学
取
材
並
び
に
松
明
講
講
員
、
極
楽
寺
住

職
、
名
張
市
郷
土
資
料
館
職
員
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。

（
（
）�

講
員
に
よ
れ
ば
「
に
ん
が
っ
と
は
ん
」（「
二
月
堂
さ
ん
」
の
転
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
（
）�

一
本
の
檜
か
ら
松
明
木
五
荷
を
作
る
作
業
は
形
状
の
上
か
ら
、
ま
た
運
搬
上
の
利
便
性
か
ら
計
算
さ
れ

尽
し
た
も
の
で
あ
る
。「
年
番
」「
年
預
」
の
選
出
方
法
に
関
し
て
は
註
（
（（
）
参
照
。

（
（
）�

一
ノ
井
に
お
い
て
は
松
明
講
は
道
観
長
者
の
寄
進
か
ら
始
ま
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
二
月
十
一
日

「
松
明
伐
採
表
白
」「
祈
願
文
」、
三
月
十
日
「
松
明
調
進
法
要
」
に
お
け
る
本
堂
法
要
「
真
言
・
宝
号
」

や
道
観
塚
で
奉
読
さ
れ
る
「
祭
文
」、
御
詠
歌
に
「
道
観
長
者
」
と
い
う
文
言
が
現
れ
る
。
ま
た
取
材

の
中
で
地
元
の
年
配
者
の
間
で
道
観
長
者
の
名
前
が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
た
。

（
（
）�

従
来
か
ら
の
講
員
は
一
ノ
井
の
下
垣
内
、
上
の
畑
、
堂
の
前
の
三さ
ん

小こ

場ば

に
居
住
す
る
極
楽
寺
檀
家
で
あ

る
。
賛
助
講
員
は
そ
れ
以
外
の
一
ノ
井
住
民
、
柏
原
地
区
極
楽
寺
檀
家
で
あ
る
。

（
（0
）�

参
与
は
「
下
垣
内
」「
上
の
畑
」「
堂
の
前
」
か
ら
五
名
、
こ
の
三
地
区
以
外
の
一
ノ
井
賛
助
講
員
、
柏

原
か
ら
各
一
名
、
合
計
七
名
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

（
（（
）�「
年
番
」は
「
当
番
」と
も
呼
ば
れ
本
来
は
講
員
五
名
を
選
出
し
た
が
二
〇
一
七
年
よ
り
講
員
か
ら
三
名
、

賛
助
講
員
か
ら
二
名
選
ぶ
。
松
明
山
の
檜
を
指
定
の
寸
法
に
切
り
出
し
て
二
月
堂
に
運
ぶ
役
目
で
、
松

明
調
進
の
実
行
役
で
あ
り
、諸
行
事
で
は
「
年
番
」が
最
前
列
に
位
置
す
る
。年
番
の
選
出
方
法
は
「
振

り
上
げ
」
と
呼
ば
れ
、
講
員
の
名
前
を
薄
紙
に
書
い
て
入
れ
た
茶
碗
を
火
天
・
水
天
役
の
講
員
が
振
り

上
げ
、
丸
め
た
紙
を
一
つ
飛
び
出
さ
せ
る
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
、
名
前
の
書
か
れ
た
講
員
が
翌
年
の
年

番
に
な
る
。年
番
に
当
っ
た
講
員
の
名
前
は
毎
年
茶
碗
か
ら
抜
い
て
い
き
、次
回
の
振
り
上
げ
で
は
残
っ

た
も
の
の
中
か
ら
年
番
が
選
ば
れ
る
。
こ
の
選
出
法
に
は
非
常
に
公
平
性
、
迅
速
性
が
あ
る
。「
年
預
」

（
ね
ん
に
ょ
）
は
「
行
事
を
仕
切
る
人
」
と
い
う
意
味
で
、
現
在
「
火
天
」「
水
天
」
と
呼
ば
れ
る
二

名
が
こ
れ
に
あ
た
る
。「
振
り
上
げ
」
の
司
会
を
始
め
、
行
事
の
際
、
講
旗
や
香
水
壺
を
持
つ
役
を
務

め
る
。特
に
火
天
は
三
月
十
日
に
は
灯
火
用
松
明
を
持
つ
。ま
た
東
大
寺
か
ら
の
頂
戴
物
を
持
ち
帰
る
。

年
預
は
極
楽
寺
を
中
心
に
反
時
計
回
り
に
家
の
並
び
で
二
軒
ず
つ
選
ば
れ
、
こ
れ
を
「
垣
内
ま
わ
り
」

と
い
う
。
但
し
年
番
役
が
優
先
さ
れ
る
。

（
（（
）�

藤
堂
元
甫
『
三
國
地
志
』
大
日
本
地
誌
大
系
刊
行
会
、
一
九
一
六
年
。

（
（（
）�

早
稲
田
大
学
『
黒
田
庄
現
地
調
査
概
報
』（
一
九
七
三
年
）
で
は
「
御
師
宿4

年
番
帳
」
と
し
て
い
る
。

（
（（
）�

箱
書
に
「
竹
田
氏
寄
贈
講
長
申
送
事
」
と
あ
る
。�

（
（（
）�

国
土
地
理
院
の
地
図
に
お
け
る
正
式
名
称
で
は
な
い
が
、
近
隣
の
人
々
に
は
古
来
よ
り
「
松
明
山
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

（
（（
）�

冨
森
盛
一
『
黒
田
庄
誌
』
赤
目
出
版
会
、
一
九
六
八
年
。

（
（（
）�

矢
川
は
名
張
郡
の
西
南
端
に
位
置
し
、
黒
田
本
庄
の
宇
陀
川
対
岸
に
あ
た
り
、
十
世
紀
ご
ろ
か
ら
庄
民

の
出
作
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

（
（（
）�「
一
ノ
井
」
の
文
献
上
の
初
見
は
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
の
「
矢
河
・
中
村
・
夏
見
公
畠
取
帳
」（『
東

南
院
文
書
五
ノ
十
四
』）
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
矢
川
村
の
一
部
で
あ
っ
た
。

（
（（
）�

応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
十
二
月
十
六
日
「
年
預
五
師
下
文
」「
早
任
下
知
可
致
沙
汰
事
、
右
子
細
者

一
之
井
村
之
内
上
野
屋
敷
墓
堀
事
」
と
み
え
る
（
註
（
（（
）
冨
森
前
掲
書
）。

（
（0
）�「
弁
曉
法
印
院
務
之
時
、
為
別
相
伝
之
地
、
譲
賜
聖
玄
法
眼
了
畢
、
」（「
東
洋
文
庫
所
蔵
塚
本
文
書
」

紙
背
文
書
）。

（
（（
）�「
東
大
寺
別
当
次
第
」（『
群
書
類
従
』）

（
（（
）�「
法
眼
聖
玄
田
地
寄
進
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
七
〇
五
六
）

（
（（
）�「
聖
玄
書
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
七
〇
五
五
）

（
（（
）�

こ
の
時
二
月
堂
以
外
に
東
大
寺
の
八
幡
宮
、
大
仏
殿
、
浄
土
堂
な
ど
に
も
寄
進
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
（（
）�

上
院
と
は
大
仏
殿
東
の
丘
陵
に
あ
る
東
大
寺
二
月
堂
を
含
む
諸
堂
の
存
在
す
る
区
域
で
、
永
村
眞
氏
に

よ
れ
ば
十
四
世
紀
初
め
に
は
「
華
厳
宗
興
隆
に
大
き
く
寄
与
し
た
上
院
僧
団
に
よ
り
、
二
月
堂
修
二
会

が
勤
修
さ
れ
た
と
い
う
認
識
」
が
あ
っ
た
（「
平
安
前
期
東
大
寺
諸
法
会
の
勤
修
と
二
月
堂
修
二
会
」

『
南
都
佛
教
』
第
五
二
號
、
一
九
八
四
年
）。

（
（（
）�『
春
華
秋
月
抄
草
二
十
六
』
裏
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
〇
七
）

（
（（
）�　
　

断
惑
義
章
短
冊
雑
要
文
抄　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沙
門
釋
宗
性

　
　
（
奥
書
）

　
　
　
　

�
建
保
五
年
九
月
廿
八
日
酉
時
欲
遂
当
年
大
師
講
竪
義
之
間
注
出
之
、
同
比
依
講
師
請
之
訴
、
大
仏

閉
扉
寺
僧
逃
散
之
間
、
聊
依
有
事
縁
、
下
向
伊
州
名
張
郡
、
仍
於
其
郡
抄
之
矣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
厳
宗
沙
門
宗
性　
生
年
十
六　

夏
﨟
四
廻

　
　
　
　

�（「
宗
性
上
人
年
譜
」
建
保
五
年
条
、
平
岡
定
海
『
東
大
寺
宗
性
上
人
之
研
究
並
史
料
』
臨
川
書
店
、
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一
九
八
八
年
）。

（
（（
）�『
倶
舎
論
八
九
巻
要
文
相
』
裏
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
五
三
・
一
二
五
四
）。

（
（（
）�『
因
明
尋
思
抄
』
奥
書　

註
（
（（
）
平
岡
前
掲
書
。

（
（0
）�

黄
瀧
山
と
は
正
し
く
は
「
黄
瀧
山
青
黄
瀧
寺
」
と
称
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
東
大
寺
の
末
寺
で
、
現
在
の

延
寿
院
の
前
身
で
あ
る
。
こ
の
地
は
一
ノ
井
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
冨
森
盛
一
氏
は

宗
性
が
訪
れ
た
如
法
院
は
如
法
山
（
妙
法
山
）
上
に
あ
っ
た
堂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

註
（
（（
）
冨
森
前
掲
書
。

（
（（
）�

註
（
（（
）
平
岡
前
掲
書
。

（
（（
）�

横
内
裕
人
「
東
大
寺
二
月
堂
修
二
会
と
黒
田
庄
―
在
地
に
刻
ま
れ
た
荘
園
支
配
―
」（『
南
都
仏
教
』
第

七
四
・
七
五
號
、
一
九
九
七
年
）。

（
（（
）�

新
井
孝
重
『
東
大
寺
領
黒
田
荘
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。

（
（（
）�

聖
玄
は
重
源
の
流
れ
を
く
む
弁
暁
を
師
と
し
て
い
る
。先
に
挙
げ
た
宝
治
三
年
三
月
の
聖
玄
「
寄
進
状
」

に
あ
る
東
大
寺
浄
土
堂
は
鎌
倉
時
代
初
期
に
重
源
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、
浄
土
堂
へ
の
寄
進

の
条
に
は
重
源
上
人
と
弁
暁
の
名
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
「
寄
進
状
」
の
書
か
れ
た
時
期
、
重
源
の
死
後

勧
進
聖
の
活
動
と
浄
土
教
の
普
及
を
担
っ
て
い
た
燈
油
聖
の
活
動
が
本
庄
・
新
庄
に
お
い
て
認
め
ら
れ

る
。

（
（（
）�『
二
月
堂
修
中
日
記
』（『
東
大
寺
二
月
堂
修
二
会
の
研
究　

史
料
編
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、

一
九
七
九
年
）。

（
（（
）�「
松
明
の
用
途
。
一
ノ
井
が
供
進
す
る
松
明
は
一
年
保
存
し
、
翌
年
使
用
す
る
だ
が
、
ど
う
使
わ
れ
る

の
か
、
な
が
い
あ
い
だ
明
確
な
こ
と
が
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。
昭
和
四
十
三
年
一
月
、
桐
岡
重
一
講
長

が
こ
れ
を
東
大
寺
に
質
し
た
の
に
対
し
次
の
回
答
が
あ
っ
た
。

　
　
　

一
、
三
月
十
二
日
奉
献
の
松
明
木
は
湯
屋
に
て
保
管
、
十
分
乾
燥
し
て
翌
年
度
に
使
用
。

　
　
　

一
、
三
月
十
二
日
の
大
松
明
の
羽
根
木
に
使
用
。

　
　
　

一
、
三
月
七
日
の
小
観
音
出
御
御
松
明
（
鎧
松
明
）
に
使
用
。

　
　
　

一
、�

三
月
十
二
日
の
達
陀
行
法
の
打
込
松
明
に
使
用
。
行
法
中
六
度
に
わ
た
る
祈
願
文
に
『
奉
松
明

木
伊
賀
一
ノ
井
松
明
講
』
と
読
誦
し
て
講
員
一
同
の
福
寿
円
満
を
記
念
し
奉
る
。」

（
中
貞
夫
『
名
張
市
史
』
八
三
七
頁
、
名
張
地
方
史
研
究
会
、
一
九
七
四
年
）。

（
（（
）�　

一
、�

十
二
日
御
寺
務
御
代
参
塩
川
隼
人
（
中
略
）
上
堂
ニ
テ
御
代
参
御
休
所
南
正
面
局
走
り
達
陀
ハ

礼
堂
正
面
ニ
テ
拝
見　

（『
修
中
日
記
』
文
化
二
年
二
月
十
二
日
条
）

（
（（
）�「
局
支
配
図
」
と
は
三
月
十
二
日
の
局
の
使
用
指
定
図
で
あ
る
が
、「
局
支
配
図
」
の
近
年
数
年
分
を
見

る
と
、
一
ノ
井
松
明
講
の
局
は
常
に
南
出
仕
口
脇
で
、
当
時
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
東
大

寺
小
綱
職
堀
池
春
彰
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

（
（（
）�

平
成
二
十
三
年
平
岡
昇
修
氏
使
用
「
加
供
帳
」。

（
（0
）�『
永
保
記
事
略
』
と
は
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
～
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
伊
賀
城
代
家
老
家

の
日
録
。
藩
政
に
関
す
る
法
令
や
覚
書
な
ど
を
編
年
体
に
整
理
し
た
文
献
で
、
初
期
の
津
藩
政
史
で
あ

る
（
上
野
市
古
文
献
刊
行
会
編
纂
、
一
九
七
四
年
）。

　
　

�『
宗
国
史
』
は
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
～
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
藩
政
記
録
。
伊
賀
城
代
家
老

藤
堂
高
文
に
よ
る
編
集
で
あ
る
（
上
野
市
古
文
献
刊
行
会
編
纂
、
一
九
七
九
年
）。

　
　

�『
庁
事
類
編
』
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
四
）
～
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
お
け
る
伊
賀
城
代
家
老
家

の
日
録
（�

上
野
市
古
文
献
刊
行
会
編
纂
、
一
九
七
六
年
）。

（
（（
）��

弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
生
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
没
。

（
（（
）�「
八
幡
山
論
地
」
は
「
大
和
宇
多
郡
い
か
み
村
か
つ
ら
村
」
と
「
名
張
郡
青
蓮
寺
村
中
村
釜
（
マ
マ
（河

村
だ
ん

村
せ
こ
口
村
長
屋
村
一
ノ
井
村
柏
原
村
長
坂
村
な
が
き
村
か
み
や
村
布
生
村
」
の
対
立
で
あ
っ
た
。
正

保
三
年
（
一
六
四
六
）、同
四
年
再
三
に
わ
た
り
西
嶌
八
兵
衛
ら
に
訴
状
が
出
さ
れ
て
い
る
（『
宗
国
史
』

「
封
彊
志
」）。

（
（（
）�「
伊
賀
御
国
絵
図
後
鑑
」（『
伊
賀
市
史　

第
二
巻
』
伊
賀
市
発
行
、
二
〇
一
六
年
）。

（
（（
）�

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
古
市
に
奉
行
所
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
以
後
加
茂
、
古
市
、
桜
井
、
白
石
に
代

官
所
が
置
か
れ
る
。
古
市
は
奈
良
町
の
南
に
位
置
し
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
。

（
（（
）�

文
化
五
年
と
同
様
に
同
七
年
も
七
日
、
十
二
日
の
二
回
に
亘
っ
て
調
進
し
て
い
る
が
、
同
十
三
年
は

十
二
日
に
二
年
分
を
一
括
し
て
調
進
し
て
い
る
。

（
（（
）�

註
（
（（
）
前
掲
の
早
稲
田
大
学
『
黒
田
庄
現
地
調
査
概
報
』
で
は
「
御
師
宿
年
番
帳
」
と
し
て
い
る
が

□
の
字
が
不
鮮
明
で
、「
御
師
宿
」
ま
た
は
「
御
師
留
」「
御
師
當
」
と
も
読
め
る
が
、
そ
の
意
味

は
検
討
を
要
す
る
。

（
（（
）�
西
嶌
八
兵
衛
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
長
大
な
雲
出
井
（
大
井
堰
）
を
完
成
さ
せ
、
関
係
井
郷
の
村

民
が
毎
年
御
師
宅
で
感
謝
の
意
を
表
し
、
八
兵
衛
宮
（
改
称
後
「
水
分
神
社
」）
を
建
て
て
八
兵
衛
の

命
日
を
祭
日
と
し
た
。

（
（（
）�『
加
茂
町
史
』
第
二
巻
「
藤
堂
藩
歴
代
城
和
奉
行
一
覧
」
六
十
頁　

加
茂
町
史
編
さ
ん
委
員
会
、
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一
九
八
八
年
。

（
（（
）�『
庁
事
類
編
』

（
（0
）�『
藤
堂
藩
の
年
々
記
録
』三
重
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、一
九
八
四
年
。本
書
は
藤
堂
藩
服
部
源
蔵
保
邦
（
明

和
三
年
～
天
保
七
年
）
に
よ
る
『
年
々
記
録
』
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）�「
殿
」
と
い
う
敬
称
は
日
記
筆
者
の
立
場
か
ら
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）�『
宗
國
史
』
所
収
の
「
宝
永
年
中
録
進
将
士
版
籍　

家
中
役
人
座
席
之
覚
」
に
は
役
職
が
書
き
出
さ
れ
、

そ
の
中
に
「
無
足
人
頭
」
の
項
目
が
あ
る
。

　
　
　
　

�

属
伊
州
主
城
管
下
、
農
兵
也
、
五
員
、
俗
謂
無
俸
禄
而
供
公
用
、
為
無
足
、
村
里
有
名
之
家
、
報

官
、
自
製
一
副
甲
冑
、
一
根
長
槍
、
則
許
下
帯
両
口
刀
、
別
衆
戸
、
呼
之
曰
無
足
人
、

　
　

�

無
足
人
は
高
虎
の
越
前
戒
厳
終
了
後
伊
賀
藩
に
命
じ
て
設
置
さ
れ
た
農
兵
制
度
で
あ
る
。
彼
ら
は
農
兵

で
あ
り
平
時
は
農
事
に
従
い
、配
下
の
者
を
抱
え
て
時
に
応
じ
て
武
力
と
な
る
。「
藪
廻
無
足
人
分
布
表
」

（
久
保
文
武
『
伊
賀
無
足
人
の
研
究
』、
一
九
九
八
年
所
収
）
に
よ
れ
ば
黒
田
に
は
近
隣
の
地
区
よ
り

も
格
段
に
無
足
人
が
多
い
。
無
足
人
は
姓
を
持
ち
帯
刀
を
許
さ
れ
る
な
ど
一
般
の
農
民
と
は
異
な
る
。

よ
っ
て
『
修
中
日
記
』
の
宰
領
役
を
担
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）�「
法
度
二
一
か
条
」（
慶
長
十
三
年
、
一
六
〇
八
）、「
定
条
々
一
三
か
条
」（
慶
長
十
四
年
、

一
六
〇
九
）、「
百
姓
成
立
仕
置
令
」（
延
宝
五
年
、
一
六
七
七
）、「
定
」（
延
宝
九
年
、
一
六
八
一
）
等
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
貴
重
な
史
料
を
ご
教
示
頂
い
た
東
大
寺
管
長
狭
川
普
文
師
、
前
上
院
院
主
平

岡
昇
修
師
、
東
大
寺
三
役
堀
池
春
彰
氏
、
ま
た
現
地
取
材
に
ご
助
力
を
頂
い
た
一
ノ
井
松
明
講
講
長
清
水
重

達
氏
他
松
明
講
講
員
の
皆
様
、
極
楽
寺
前
住
職
泉
孝
明
師
、
現
住
職
中
川
拓
真
師
そ
し
て
名
張
市
役
所
の
山

口
浩
司
氏
に
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

T
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igatsudo�Shunie�and�K
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―�w
ith�the�focus�on�Ichinoitaim
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―

A
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［Abstract

］In�N
igatsudo�at�T

odaiji�T
em
ple�“Shunie”�is�practiced�from

�
the�first�to�the�fourteenth�of�M

arch�every�year.��T
his�event�has�been�

continuing�since�A
.D
.�（（（�w

ithout�fail,�and�the�leaders�are�the�m
onks�

called�“Rengyoshu.”��A
ssistants�w

ho�are�not�in�the�leadership�roles�
also�w

ork�together�in�order�to�take�care�of�various�m
atters�during�the�

event.��O
n�the�other�hand,�people�in�the�secular�w

orld�also�have�their�
roles�in�it.��T

hey�organize�a�“ko”�called�“Engen-ko,”�and�support�
“Shunie”�by�being�in�charge�of�contributing�donations�and�security�
service�during�the�event.��
In�the�present�paper,�the�author�discusses�how

�the�event�of�
“T
aim
atsuchoshin”�has�been�practiced,�focusing�on�“Ichinoitaim

atsu-
ko,”�w

hich�is�one�of�the�sub-ko’s�of�“Engen-ko,”�in�Iga�Province.
T
he�reason�w

hy�Ichinoi�had�som
e�relationship�w

ith�T
odaiji�T

em
ple�

w
as�perhaps�because�their�land�w

as�a�part�of�the�T
odaiji�T

em
ple�

estate.��T
his�is�proven�by�“ H

ogen Shogen D
enchi-kishinjo�–(A

.D
.（（（（),�

a�letter�of�donation�of�the�rice�field�by�H
ogen�Shogen,�a�priest�in�

T
odaiji�T

em
ple.��H

ow
ever,�w

e�can�not�conclude�that�w
as�the�

beginning�of�this�event�just�from
�that�particular�record.��T

his�
Ichinoitaim

atsu�offering�w
as�not�confirm

ed�in�the�historical�record�at�
all�until�after�M

urom
achi�period,�but�w

e�can�w
itness�it�again�in�

“N
igatsudo Shuchu N

ikki,”�w
hich�w

as�w
ritten�in�the�m

iddle�of�the�
Edo�Period.��W

hen�w
e�com

pare�the�article�in�that�diary�and�the�
record�of�current�activities,�the�content�of�the�donation�is�the�sam

e.��
A
lso,�in�“N

ikki”,�the�w
ord�“T

odo”�appears�from
�tim
e�to�tim

e.��T
hat�

m
eans�T

odo- han�to�w
hich�Ichinoi�belonged�had�som

e�role�in�the�
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donation.��T
herefore,�the�sense�of�duty�of�the�T

odo- han�to�m
aintain�an�

uninterrupted�relationship�w
ith�T

odaiji�T
em
ple�since�m

edieval�tim
es�

and�the�strong�w
ill�of�the�native�Ichinoi�villagers�seem

�to�be�the�
reason�w

hy�this�practice�has�succeeded�until�today.
Since�m

any�kos�like�this�are�disappearing�these�days,�the�author�is�
hoping�that�this�research�w

ill�contribute�to�the�reaffi
rm
ation�of�the�

identity�of�“Ichinoitaim
atsu-ko.”

A
�w
ord�on�the�use�of�the�w

ord�”ko”.��It�does�not�appear�in�historical�
records�before�Edo�Peroiod,�but�the�w

ord�“ko”�is�used�here�because�
w
hat�they�did�then�is�the�sam

e�as�w
hat�“ko”�does�now

�as�an�
association.

［K
ey�W

ords

］T
odaiji�T

em
ple�N

igatsudo�Shunie,��E
ngen-ko,��

Ichinoitaim
atsu-ko,��N

igatsudo�Shuchu�N
ikki,��T

odo- han


